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１．調剤基本料

（１）総論

（２）特別調剤基本料

２．地域支援体制加算

３．その他の個別事項
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○ 調剤基本料は医薬品の備蓄（廃棄、摩耗を含む）等の体制整備に関する経費を評価したものであり、
その区分は薬局経営の「効率性」を踏まえて設定している。

〇 一方で、一定の機能（体制）を有する薬局を評価する地域支援体制加算、連携強化加算、後発医薬品調
剤体制加算がある。

薬局経営の効率性と薬局の機能（体制）を踏まえた調剤基本料の設定

⚫ 集中率が高い

→医薬品の備蓄種類数が少なくてすむ

⚫ 薬局単位での処方箋の受付回数が多い

⚫ グループ単位での処方箋受付回数が多い

→規模が大きいことによるメリットがある

薬局経営の効率性を踏まえた
調剤基本料の設定

⚫ かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステム
の中で地域医療に貢献する薬局を評価

⚫災害時・新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制整備
を行う薬局を評価

⚫ 後発医薬品の使用促進に取り組む薬局を評価

一定の機能を有する薬局の体制の評価

（１） 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

⇒ 調剤基本料等に応じ、段階的な基準を設定

（２） 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っている

（３） 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供している

（４） 一定時間以上の開局

（５） 十分な数の医薬品の備蓄、周知

（６） 薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供

（７） 24時間調剤、在宅対応体制の整備

（８） 在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制

（９） 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制

（10） 医療安全に資する取組実績の報告

（11） 集中率85％超の薬局は、後発品の調剤割合50％以上

医療経済実態調査等のデータを踏まえ、

「効率性の観点」で調剤基本料を設定

体制・実績に応じて地域支援体制加算を設定

＜施設基準＞

後発医薬品の調剤数量割合に応じて
後発医薬品調剤体制加算を設定

地域支援体制加算の上乗せとして連携強化加算を設定

中医協 総－３
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調剤基本料（令和４年改定時）

項目 要件 点数※１

調剤基本料１ 調剤基本料２、３ｰイ、３ｰロ、特別調剤基本料以外
（医療資源の少ない地域にある薬局は、処方箋集中率の状況等によらず、調剤基本料１）

42点

調剤基本料２ 次のいずれかに該当
① 処方箋受付回数が月4,000回超＋処方箋集中率70％超
② 処方箋受付回数が月2,000回超＋処方箋集中率85％超
③ 処方箋受付回数が月1,800回超～2,000回以下＋処方箋集中率95％超
④ いわゆる医療モール内の医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回超 など

26点

調剤基本料３

※ 特別調剤基本
料に該当する場
合は、特別調剤
基本料を優先

イ 同一グループ薬局※２による処方箋受付回数が月3.5万回超４万回以下で、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率95％超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

同一グループ薬局※２による処方箋受付回数が月４万回超40万回以下で、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率85％超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

21点

ロ 同一グループ薬局※２による処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの保険薬局の数が300以上で、
次のいずれかに該当
①処方箋集中率85％超
②医療機関との間で不動産の賃貸借取引：有

16点

ハ 同一グループ薬局※２による処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの保険薬局の数が300以上で
処方箋集中率85％以下（調剤基本料２に該当する場合を除く）

32点

特別調剤基本料 次のいずれかに該当
① 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係：有＋処方箋集中率70％超
（いわゆる敷地内薬局等を想定）

② 地方厚生局に調剤基本料に係る届出を行わなかった場合

７点

※１ 医薬品の取引価格の妥結率が50％以下である場合等は、点数が50％減算される。
※２ 同一グループ薬局は、当該薬局にとっての、①最終親会社、②最終親会社の子会社、③最終親会社の関連会社、④①～③とフランチャイズ契約

を締結している会社、が該当。
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調剤基本料の見直し

➢ 調剤基本料３のロの対象となる薬局に、同一グループの店舗数が300以上であって、特定の保険医療機関からの
処方箋受付割合が85％を超える薬局を追加するとともに、85％以下の場合の評価を新設する。

令和４年度診療報酬改定 Ⅳ－８ 効率性等に応じた薬局の評価の推進－①

大規模グループ薬局の調剤基本料の見直し

要件
点数

処方箋受付回数等 処方箋集中率

調剤基本料１ 調剤基本料２・３、特別調剤基本料以外 42点

調剤基本料２ ① 処方箋受付回数が月2,000回超～4000回
② 処方箋受付回数が月4,000回超
③ 処方箋受付回数が1,800回超～2,000回
④ 特定の医療機関からの処方箋受付枚数が4,000回超

① 85％超
② 70％超
③ 95％超
④ －

26点

調剤基本料３
イ

同一グループで処方箋受付回数が月３万５千回超～４万回 95％超
21点

同一グループで処方箋受付回数が月４万回超～40万回
85％超

ロ 同一グループで処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの保険薬局の数が300以上 16点

（新）ハ 同一グループで処方箋受付回数が月40万回超又は同一グループの保険薬局の数が300以上 85％以下 32点

（１）大型チェーン薬局以外 （２）大型チェーン薬局

100％

85％

95％ 調剤基本料３ロ
16点

調剤基本料３イ
21点

グループ全体の
処方箋の受付回数
又は店舗数

4万回 40万回
又は 300店舗以上

調剤基本料１
42点

処方箋の
集中率

3.5万回

調剤基本料３ハ
32点

又は 調剤基本料２ 26点

処方箋の
集中率

処方箋の
受付回数

2,000回 4,000回

100％

95％

85％

70％

1,800回

調剤基本料２
26点

調剤基本料１
42点
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調剤基本料１ （平成28年度～）

調剤基本料２ （平成28年度～）

調剤基本料３ （平成28年度～29年度）／調剤基本料３イ （平成30年度～）

調剤基本料３ロ （平成30年度～）

調剤基本料３ハ （令和４年度～）

特別調剤基本料 （平成28年度～）

➢ 各調剤基本料の構成比の推移（平成28年度～平成29年度：各年度末時点の施設基準の届出状況、平成30年度～令和２年度：各年度６月の算定薬局数）

出典：
○各調剤基本料の構成比の推移
・平成28年度から平成29年度：保険局医療課調べ（各年3月31日時点の届出状況）
・平成30年度から令和４年度：NDBデータ（各年６月時点の算定薬局数）

○算定回数の割合：社会医療診療行為別統計（令和４年6月審査分）

64%

6%

5%

8%

16%

1%

調剤基本料１

調剤基本料２

調剤基本料３イ

調剤基本料３ロ

調剤基本料３ハ

特別調剤基本料

➢ 各調剤基本料の算定回数の割合（令和４年6月審査分）

調剤基本料の構成比の推移等

○ 調剤基本料１を算定する薬局の割合は年々減少しており、令和４年度改定により新設された基本料３ハの
割合が15.3％になったことに伴い、基本料１は70.3％まで低下した。

〇 算定回数については、調剤基本料１の占める割合は令和４年度では約64％であった。
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○ 処方箋集中率の平均は69.2％。
〇 月あたりの処方箋受付回数の平均は1,496回。

薬局における処方箋の集中率及び受付回数

102

365

278

158

167

49

38

0 100 200 300 400

500回未満

500回以上1,000未満

1,000回以上1,500未満

1,500回以上2,000未満

2,000回以上3,000未満

3,000回以上4,000未満

4,000回以上

平均1,496回

(薬局数）

■ 月あたりの処方箋受付回数※の分布（n=1,157)

(処方箋受付回数）

■ 処方箋集中率の分布（n=1,157)

平均69.2%

(薬局数）

(処方箋集中率）

※直近１年間の処方箋受付回数（令和４年４月１日から令和５年３月末日）より算出

出典：医療経済実態調査(第24回）より医療課作成
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○ 集中率が高いほど、月あたりの処方箋受付回数が少ないほど、医療用医薬品の備蓄品
目数、後発医薬品備蓄品目数が少なくなる傾向にある。

薬局における医薬品の備蓄状況

■ 処方箋集中率別の医薬品備蓄品目数

（n=1,157)

■ 月あたりの処方箋受付回数別の医薬品備蓄品目数

（n=1,157)(平均医薬品備蓄品目数）

(処方箋集中率）

(平均医薬品備蓄品目数）

(処方箋受付回数）

出典：医療経済実態調査(第24回）より医療課作成
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薬局立地別の損益率

7.2 6.3 
7.6 

13.2 
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6.0 5.3 4.5 

7.0 7.4 7.3 

0
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20
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損
益
率
（
税
引
前
）

大病院前
(n=28)

診療所敷地内
(n=4)

医療モール内
(n=34)

左記以外
(n=151)

中小病院前
(n=150)

診療所前
(n=512) 病院敷地内

（％）

※ 損益率は新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出（参考）第23回医療実態調査（前回の調査）

第24回医療実態調査（今回の調査）

出典：医療経済実態調査(第23回及び第24回）より医療課作成
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(n=19)

同一建物内に
単一の保険医
療機関が所在

(n=44)

左記以外
(n=241)

※ 損益率は新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

○ 令和４年度改定後の損益率は医療モール内、病院敷地内の薬局で増加していた。
○ 医療モール内、同一建物内に単一の保険医療機関が所在する薬局の損益率が高かった。

＊施設数が１または２の場合、当該集計区分の数値を「＊」で秘匿した。

* *

損
益
率
（
税
引
前
）

（％）
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法人店舗数別の薬局の損益率、損益差額の推移①

出典：医療経済実態調査(第23回及び第24回）より医療課作成

2.4 

0.6 

4.0 2.9 

7.5 

6.3 7.3 
7.5 

9.5 
10.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

R1 R2

損益率※（税引前）

損益差額*（税引前）

（％）
第2４回調査（今回の調査）第2３回調査（前回の調査）
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20～299店舗 n=197 n=188

300店舗以上 n=154 n=384

○ 令和４年度改定後は２～５店舗の薬局では損益率が微増しているが、それ以外の薬局では
損益率は減少している。

○ 令和４年で評価の見直しを行った300店舗以上の薬局の損益差額は最も大きい。
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※ 新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

※ 新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

（千円）
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法人店舗数別の薬局の損益率、損益差額の推移②

出典：医療経済実態調査(第24回）より医療課作成

損益率※（税引前）

損益差額*（税引前）

○ 20～299店舗数をさらに区分したところ、令和４年度改定後は２～５店舗、20～49店舗の薬局
では損益率が微増しているが、それ以外の薬局では損益率は減少している。

○ 令和４年で評価の見直しを行った300店舗以上の薬局の損益差額は最も大きい。
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※ 新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

※ 新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

（千円）

損
益
率
（
税
引
前
）

損
益
差
額
（
税
引
前
）

（％）
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薬局の基本料別の損益率、損益差額

出典：医療経済実態調査(第24回）より医療課作成

損益率※（税引前）

5.7 

3.5 

6.3 6.4 6.7 

2.0 

5.7 5.7 

3.4 
4.9 

6.0 
5.0 

3.0 

5.4 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0
調剤基本料３ロ

算定薬局

特別調剤基本料
算定薬局

全体平均調剤基本料１
算定薬局

調剤基本料２
算定薬局

調剤基本料３イ
算定薬局

調剤基本料３ハ
算定薬局

(n=34) (n=134) (n=197) (n=18) (n=1,115)(n=57)(n=675)
R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4

損
益
率
（
税
引
前
）

10,830
14,345

27,208

38,253

15,401

21,918
16,057

11,068
13,872

21,362

36,989

11,620

37,883

15,325

0

20,000

40,000

60,000

(n=34) (n=134) (n=197) (n=18) (n=1,115)(n=57)(n=675)
R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4

損益差額※（税引前）

調剤基本料３ロ
算定薬局

特別調剤基本料
算定薬局

全体平均調剤基本料１
算定薬局

調剤基本料２
算定薬局

調剤基本料３イ
算定薬局

調剤基本料３ハ
算定薬局

損
益
差
額
（
税
引
前
）

（千円）

※ 新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

※ 新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

○ 令和４年改定後の利益率は特別調剤基本料を算定する薬局（いわゆる敷地内薬局等）で増加していた。
○ 特別調剤基本料を算定する薬局は、令和４年改定で評価の見直しを行ったが、令和４年度の損益差額

は最も大きい。

＊令和４年４月以降の調剤基本料を基に分類。

（％）



○ 医療資源の少ない地域の薬局について、当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤
基本料の特例対象から除外する。

［調剤基本料注１のただし書きに規定する施設基準］
(1) 次のすべてに該当する保険薬局であること。

イ 「基本診療料の施設基準等」（平成20年厚生労働省告示第62号）の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関（歯科医療を担当するものを除く。）の数が10以下

であって、許可病床の数が200床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の
調剤割合が70％を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機
関を含むものとする。

ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。

医療資源の少ない地域の薬局（平成30年度改定）

13

医療資源の少ない地域の薬局に対する特例

○ 医療資源の少ない地域の薬局は、以下の施設基準を満たせば、通常の処方箋集中率・処方
箋受付回数の要件にかかわらず調剤基本料１を算定可能できる。

別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域
一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域
・・・

三十七 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域三十八鹿児島県奄美市及び大島郡の地域三十九沖縄県宮古島市及び多良間村の地域四十沖縄県石
垣市、竹富町及び与那国町の地域

上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規
定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定
する離島の地域に該当する地域



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

医療資源の少ない地域にある薬局

○ 医療資源の少ない地域にある薬局は、1,316であり、薬局全体の2.2％。
〇 特例の薬局（注１のただし書きに該当する薬局）は、358。
〇 調剤基本料１を算定する薬局の36.7％は、備蓄品目数が1,000品目以下の小規模の薬局で

あった。
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・月あたりの処方箋受付回数

調剤基本料１（n=756)

調剤基本料の注１のただし書きに該当する薬局（n=358)

調剤基本料１以外を算定する薬局（n=202)

■ 医療資源の少ない地域にある薬局の処方箋の受付回数と
処方箋集中率の状況

■ 医療資源の少ない地域にある薬局の処方箋の受付回数と
処方箋集中率の特徴

出典：令和４年７月１日の届出状況より保険局医療課にて作成

届出のあった薬局59,396施設のうち
医療資源の少ない地域にある薬局：1,316（2.2％)

・処方箋集中率

・備蓄品目数

処方箋受付回数（平均値）：1,013回
1,500回未満の薬局数：1067施設（81.0%)

処方箋集中率（平均値）：73.3%
処方箋集中率90%以上の薬局数：453施設（34%)

処方箋集中率90%以上かつ処方箋受付回数1,500回未満
の薬局数：304施設（23.1%）

備蓄品目数（平均値）：1,164品目
備蓄品目1000品目以下の薬局数：483施設（36.7%)

■ 医療資源の少ない地域にある薬局の処方箋の医薬品備蓄
品目数

(処方箋集中率）

(処方箋受付回数）

(%)

(回)
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処方箋受付回数別の薬局の損益率、損益差額の推移

出典：医療経済実態調査(第24回）より医療課作成

損益率※（税引前）

損益差額*（税引前）

（％）

○ 令和４年度改定後は処方箋受付回数別で分類するとすべての薬局で損益率が減少しており、
受付回数1,000回未満の薬局では損益率の減少の幅が大きかった。

4.2
5.2

6.7 6.5
5.3

3.1
5.1

6.0 6.3
5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

4,393 9,694 
19,203 

35,148 

92,481 

3,179 9,406 17,376 
33,655 

84,236 

0

100,000

200,000（千円）

受付回数
1,000回未満

受付回数
1,000回以上
1,500回未満

受付回数
1,500回以上
2,000回未満

受付回数
2,000回以上
4,000回未満

受付回数
4,000回以上

受付回数
1,000回未満

受付回数
1,000回以上
1,500回未満

受付回数
1,500回以上
2,000回未満

受付回数
2,000回以上
4,000回未満

受付回数
4,000回以上

(n=443, n=435)

R3 R4
(n=272, n=272)

R3 R4
(n=165, n=154)

R3 R4
(n=202, n=216)

R3 R4
(n=33, n=38)

R3 R4

(n=443, n=435)

R3 R4

(n=272, n=272)

R3 R4

(n=165, n=154)

R3 R4
(n=202, n=216)

R3 R4
(n=33, n=38)

R3 R4

※ 損益率は新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

※ 損益率は新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

損
益
率
（
税
引
前
）

損
益
差
額
（
税
引
前
）
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処方箋集中率別の薬局の損益率、損益差額の推移

出典：医療経済実態調査(第24回）より医療課作成

損益率※（税引前）

損益差額*（税引前）

（％）

○ 令和４年度改定後は処方箋集中率の70％以上75％未満の薬局、85％以上90％未満の薬局
では損益率が微増している。

6.9
5.8 5.9 5.1 4.2 4.5

6.16.2 5.9 5.5 4.7 4.4 4.1
5.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

16,305 13,184 12,151 12,432 11,769 
14,949 

22,799 

14,933 13,603 
11,380 11,243 12,593 14,007 

22,817 

0

20,000

40,000（千円）

70%未満 75%以上
80%未満

80%以上
85%未満

70%以上
75%未満

85%以上
90%未満

90%以上
95%未満

95%以上

(n=438)

R3 R4
(n=186)

R3 R4
(n=45)

R3 R4
(n=61)

R3 R4
(n=87)

R3 R4
(n=110)

R3 R4
(n=188)

R3 R4

(n=438)

R3 R4
(n=186)

R3 R4
(n=45)

R3 R4
(n=61)

R3 R4
(n=87)

R3 R4
(n=110)

R3 R4
(n=188)

R3 R4

損
益
率
（
税
引
前
）

損
益
差
額
（
税
引
前
）

70%未満 75%以上
80%未満

80%以上
85%未満

70%以上
75%未満

85%以上
90%未満

90%以上
95%未満

95%以上



処方箋受付回数が多い薬局と集中率の関係

○ 同一建物内に複数の保険医療機関が所在するいわゆる医療モールに所在する保険薬局は、特定の保
険医療機関から多くの処方箋の受付が見込まれ効率的な運用を行うことができる観点から、当該建物内
の保険医療機関に係る処方箋受付回数を合算して、調剤基本料２（26点）の該当性が評価されている。

○ 一方、薬局近隣の同一区画内等に開設される複数の医療機関から処方箋を応需する場合は、いわゆる
医療モールと類似した形態ではあるが、医療機関ごとの受付回数で判断するため、全体の受付回数が月
4,000回を超えたとしても、調剤基本料１（42点）又は調剤基本料３ハ（32点）で評価されている。

薬局B

（道路）

医療機関C

17

薬局A

医療機関a

医療機関B

医療機関b 医療機関c

2F

1F

いわゆる医療モール 薬局の近隣に医療機関が多く存在する場合

(イ）特定の保健医療機関に係る処方箋の受け付け回数

（同一建物内に複数の保険医療機関が所在するいわゆ

る医療モールの場合にあっては、当該建物内の全ての

保険医療機関に係る処方箋の受け付け回数は当該建物

内の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合

算したものとする。）が１月に4,000回を超える。

イ 特定の保険医療機関からの処方箋受付回数に基づく基準

調剤基本料２

（調剤基本料２：26点）
調剤基本料１

42点
又は

調剤基本料３ハ
32点

1,400枚 1,600枚 1,100枚

1,400枚

1,600枚

1,100枚

処方箋受付合計4,100枚

処方箋受付合計4,100枚

・それぞれの医療機関の門前薬局ではあるが、①処方箋集中率
が低く、②同一建物内ではなく処方箋受付回数が合算されな
いため、調剤基本料２の要件には該当しない。
・薬局のグループ企業が医療機関等を誘致する場合もある。

サービス付高齢者住宅
（薬局Bのグループ

が経営）

訪問薬剤管理指導

医療機関A



処方箋受付回数が多い薬局の損益率、損益差額の推移
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集中率70%未満かつ処方箋受付回数4,000回以上の薬局

損
益
差
額
（
税
引
前
）

（千円）

5.7 5.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

10,830 11,068

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

9.5

11.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

15,401 11,620

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

損
益
差
額
（
税
引
前
）

損
益
差
額
（
税
引
前
）

損
益
差
額
（
税
引
前
）

損
益
率
（
税
引
前
）

損
益
率
（
税
引
前
）

損
益
率
（
税
引
前
）

損
益
率
（
税
引
前
）

（千円） （千円）

（千円）

R3 R4R3 R4 R3 R4 R3 R4

R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4

調剤基本料１

調剤基本料３ハ

調剤基本料１

調剤基本料３ハ

○ 調査対象の薬局数は少ないが、処方箋集中率70％未満かつ処方箋受付回数4,000回以上の薬局は、基
本料の区分にかかわらず、損益率及び損益差額が高い。

(n=８)

(n=５)

(n=675) (n=675)

(n=197) (n=197)

出典：医療経済実態調査(第24回）より医療課作成

全ての薬局

※ 新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

6.7

5.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

62,063

74,923

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

(n=８)

50,151

67,762

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

6.4

9.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

(n=５)

※令和４年４月以降の調剤基本料を基に分類。

（％）

（％）

（％）

（％）
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処方箋受付回数4,000回以上の薬局の損益率、損益差額の推移

出典：医療経済実態調査(第24回）より医療課作成

損益率※（税引前）

損益差額*（税引前）

（％）

○ 令和４年度改定後において、処方箋受付回数4,000回以上の薬局を処方箋集中率別に分類
すると集中率70％未満の薬局で損益率が増加していた。

53,899 44,395 

156,955 

65,730 

32,289 

118,900 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

7.1

3.4
5.2

9.1

2.5
4.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

（千円）

処方箋集中率
70%未満

処方箋集中率
90%以上

処方箋集中率
70%以上
90%未満

処方箋集中率
70%未満

処方箋集中率
90%以上

処方箋集中率
70%以上
90%未満

(n=７)                ( n=６)
R3            R4

(n=13)                 ( n=17)
R3               R4

(n=13)                 ( n=15)
R3              R4

(n=７)                ( n=６)
R3            R4

(n=13)                 ( n=17)
R3               R4

(n=13)                 ( n=15)
R3              R4

処方箋受付回数4,000回以上の薬局

処方箋受付回数4,000回以上の薬局

※ 新型コロナウイルス感染症関連の補助金を除外して算出

損
益
率
（
税
引
前
）

損
益
差
額
（
税
引
前
）



１．調剤基本料

（１）総論

（２）特別調剤基本料

２．地域支援体制加算

３．その他の個別事項

20



特別調剤基本料

(１)医療機関と不動
産取引等その他特別
な関係

次のいずれかに該当する薬局は、「医療機関と不動産取引等その他特別な関係」を有すると判断
① 医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある
② 医療機関が譲り渡した不動産の利用して開局している
③ 薬局が所有する会議室その他設備を医療機関に貸与している
④ 医療機関による開局時期の指定を受けて開局した

（例外）
対象とならない

薬局

医療資源の少ない地域に所在する薬局

＜基準＞いずれにも該当した場合：①医療資源の少ない地域に所在、②中学校区内の医療機関数：10以下＋200床以上の医療機関なし、③処方箋受付回
数：１月に2,500回以下

同一建物内に診療所が所在

※同一建物内に診療所がある場合（医療モール等）は、調剤基本料２
又は調剤基本料３として対応 21

(４)調剤報酬の評価

特別調剤基本料（7点）

地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算：それぞれの点数の100分の80に相当する点数を加算する。

服薬情報等提供料：当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

○ いわゆる敷地内薬局等については、(１) 「医療機関と不動産取引等その他特別な関係」を有し、かつ、
(２)、（３）の一定の要件を満たす場合、調剤報酬の評価は（４）の取扱いとされている。

(３)特定の保険医療
機関と不動産の賃貸
借取引関係にある保
険薬局

次のいずれかに該当する薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」を有すると判断

ア病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって，平成28年10月１日以降に新規に開局し，指定を受けたもの。
ただし、遡及指定が認められる場合であって，平成28年９月30日以前から，病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を
除く。
イ平成28年９月30日以前に開局した保険薬局であって，平成28年10月１日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかった
が、平成28年10月１日以降に、病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。
ウ診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって、平成30年４月１日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。
ただし、遡及指定が認められる場合であって，平成30年３月31日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合
を除く。
エ平成30年３月31日以前に開局した保険薬局であって、平成30年４月１日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかった
が、平成30年４月１日以降に、診療所である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。
オウ及びエについては、平成30年月31日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど，当該開局に係る
手続きが相当程度進捗している場合には，ウのただし書きに該当するものとみなす。

(２)処方箋集中率 当該医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超えるもの
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保険薬局における構造設備規制の見直しと敷地内薬局

経緯

H8まで

⚫ 第二薬局問題への対応
「処方せんの受入れ体制の整備について」昭和50年１月24日付け薬発第37号厚生省薬務局長通知 （抜粋）
調剤専門薬局の許可に当つては、調剤専門薬局も薬事法に基づく薬局であり、構造的、機能的、経済的に、医療機関から独
立した機関であることを本旨とすべきであり、この点につき、十分留意すること。

⚫ 経営の一体性禁止
「調剤薬局の取扱いについて」昭和57年５月27日付け薬発第506号・保発第34号厚生省薬務・保険局長連名通知 （抜粋）
1 調剤薬局としての適格性
総合的に 判断して医療機関に従属し、医療機関の調剤所と同様とみられるものについては、保険薬局としての適格性に

欠けるものであること。

H8

⚫ 構造上の一体性禁止
平成８年３月８日付け保険発第 22 号厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知（抜粋）
（「一体的な構造」の解釈）
保険医療機関と一体的な構造とは、保険薬局の土地又は建物が保険医療機関の土地又は建物と分離しておらず、公道又は

これに準ずる道路等を介さずに専用通路等により患者が行き来するような形態のものをいうものであること。

H28

⚫ 構造設備規制の見直し（いわゆるフェンス規制の廃止）
平成28年３月31日付け保険発0331第６号厚生労働省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知（抜粋）
（「一体的な構造」の解釈（改正後））
保険医療機関と一体的な構造とは、次のアからウまでに掲げるような構造を指すものであること。
ア 保険医療機関の建物内にあるものであって、当該保険医療機関の調剤所と同様とみられるもの
イ 保険医療機関の建物と専用通路等で接続されているもの
ウ ア又はイに該当しないが、保険医療機関と同一敷地内に存在するものであって、当該保険薬局の存在や出入口を公道等
から容易に確認できないもの、当該保険医療機関の休診日に公道等から当該保険薬局に行き来できなくなるもの、実際に
は当該保険医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの等、患者を含む一般人が当該保険薬局に自由に行き来で
きるような構造を有しないもの

H30 ⚫ 特別調剤基本料（10点）新設 ※特定の医療機関と不動産取引の関係があることその他の特別な関係を有しているもの

R2 ⚫ 特別調剤基本料の見直し（10点→9点）等

R4 ⚫ 特別調剤基本料の見直し（9点→7点）、調剤基本料の加算の評価見直し 等

中医協 総－３

５． ７． ２６



敷地内薬局に関する検討会報告書の記載①

○ 厚生労働省の検討会において「今後の薬剤師が目指す姿」がまとめられており、薬局の記述
では、敷地内薬局のような特定の医療機関に依存する薬局に関しては、患者本位の医薬分業
とはならないことが指摘されている。

■薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会とりまとめ（令和3年6月30日）

２．（１）今後の薬剤師が目指す姿

① 薬局

○ なお、医療機関の敷地内に薬局が開設されることがあるが、その際、単に同敷地内の医療機関とだけ連携する状
況が見られる。また、医療機関の近くにあるいわゆる門前薬局においても、当該医療機関から交付された処方箋の
応需に特化する場合がある。このように特定の医療機関に依存する薬局の薬剤師は、地域の患者や住民との関わり
の高いサービスを提供しているとはみなされず、患者本位の医薬分業とはならない。地域の医療機関、薬局等と連携
しつつ、地域包括ケアシステムの一員として患者・住民を支えていく役割 を果たす必要がある。

中医協 総－３

５． ７． ２６
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敷地内薬局に関する検討会報告書の記載②

○ ①の検討会の下に設置して薬局の機能等に関して議論したワーキンググループにおいても、
敷地内薬局に対する意見や今後の取組事項がまとめれらている。

■薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ（令和４年７月11日）

第４ 具体的な対策
４．地域における薬剤師の役割
（４）その他

③敷地内薬局
○ 本ワーキンググループでは、規制改革実施計画（平成27年６月30日閣議決定）に基づく保険薬局の構造規制の見直しが行われたことにより

近年増加している医療機関内の敷地内薬局について、主に①薬局機能、②病院との関係性に関する論点の整理を行った。
○ 薬局機能については、病院の敷地内に立地していることから、当該病院の処方箋への対応が中心であり、かかりつけ薬剤師・薬局としての

機能を持つとは考えにくく、その場合、地域の医療・介護関係者と連携した対応を行うという地域包括ケアの精神に逆行するとの意見が多数
あった。なお、病院の近くにある門前薬局についても、特定の医療機関の処方箋に依存する場合はかかりつけ薬剤師・薬局の機能を持たない
という点では同様との意見があった。

○ 一方で、希少疾患やがんなどに対する高度な医療を提供する病院の敷地内薬局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等、地域の
薬局では果たせない役割を持つ場合があるのではないかという意見や、ターミナルケアや高度な薬学管理といった機能分化が必要な場合があ
るのではないかという意見があった。

○ これに対し、敷地内薬局が地域の薬局では果たせない役割を持つとしても、敷地内である必然性はないとの意見や、地域の薬局でも高額な
薬剤の調剤や高度な薬学管理等の機能を果たしている場合もあるとの意見があった。

○ 病院との関係性については、敷地内薬局の開設に係る病院の公募内容を踏まえれば、薬局から病院への利益供与に当たると考えられると
の意見があった。

○ また、敷地内薬局は、病院と敷地又は建物を共有していることから、患者に対して同一組織との誤認を与えたり、特定の薬局への誘導に近
い効果があるのではないかとの意見があった。

○ 本ワーキンググループにおいては、敷地内薬局について、
・かかりつけ薬剤師・薬局としての機能を果たすとは考えにくい
・敷地内薬局の開設に係る病院の公募内容を踏まえれば利益供与に当たるのではないかといった多くの問題点が指摘され、国が必要な対応

をすべきとの意見が多かった。
○ 敷地内薬局の実態を把握し、それに基づいた議論を行うために、厚生労働省は、敷地内薬局の現状（かかりつけ薬剤師・薬局や高度薬学管

理に関する機能や地域の医療機関や薬局との連携等）や病院の公募内容の調査を実施すべきである。

中医協 総－３

５． ７． ２６
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調剤基本料別の費用・調剤医療費の内訳
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出典：注１：医療経済実態調査(第24回）より医療課作成

注２：社会医療診療行為別統計（令和４年６月審査分）
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■ 調剤基本料別の処方箋受付１回あたりの医療費（注2

■ 調剤基本料別の調剤医療費の割合（注2

○ 特別調剤基本料を算定する薬局においては、医療経済実態調査の費用別では「医薬品等費」の額が他と
比較して突出して高い。

〇 調剤医療費では、薬剤料の処方箋受付１回あたりの費用及び割合が他と比較して高い。
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■ 調剤基本料別の費用の内訳（注１

（千円）



（参考）医薬品の流通制度に関する検討状況

○ 医薬品流通に関しては、過度な薬価差の偏在を解消するための対応が必要となっており、薬価専門部会
においては、医薬品流通改善に向けた検討状況を紹介しつつ、議論が進められている。

○ 卸の販売先である薬局・医療機関においては、現行の「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者
が遵守すべきガイドライン」においても、医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉の影響が指摘されて
いることから、医薬品流通に関わる者として節度ある対応が求められる。

26

令和５年８月30日 中医協薬価専門部会 資料薬－１より
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いわゆる敷地内薬局の公募要件

① 自院の診療時間に合わせた開局を求めていた事例
例）当院の診療日及び診療時間を考慮して運営すること。さらに休診日及び診療時間外の運営についても、柔軟
な対応が可能であること

例）当院における調剤業務と同一もしくはそれ以上の遂行能力を有すること。

② 24時間対応を求めていた事例
例）事業者は本病院の患者数及び院外処方箋枚数に充分対応可能な設備を整え、緊急時は24時間対応可能な保険

調剤薬局を運営すること。

③ 学生の実務実習の受け入れ実績を求めていた事例
例）同一法人の運営する大学の薬学生の実務実習受け入れ実績を有すること。

④ 資金と運営能力から病院の業務負担を求めていた事例
例）事業者の資金と運営能力によって病院の調剤業務の軽減を図れる者であること。
例）病院の薬剤業務への協力・連携体制を提案するものとすること。

⑤ 外観の一体性等を求めていた事例
例）提案する施設は、当院と隣接するため、外観デザインの調和が重要。建物及び開放通路の外観デザイン設計
に際しては、当院設計事業者の意見を取り入れ、当院外観デザインの仕様に合わせてください 。

○ 医療機関の敷地内に薬局を開設する際には、多くの場合、医療機関側で薬局開設等を行う事業者に対
して公募型プロポーザル方式にて敷地内薬局を公募しているが、その中の要件には薬局の開局時間の指
定や病院の業務の軽減を求めること、建物の外観の制限・要求など、医療機関から独立した機能を有して
いるとはいいがたい要件が課されている例がみられる。
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（参考）医療機関の敷地内に開設する薬局を公募する際の要件

○ 通常、薬局を開設し、保険薬局として指定を受ける際には、薬局開設者は医療機関との独立性を確保し
つつ、地域の医療事情を踏まえ、必要とされる薬局の機能を自らが整備して、薬局を開設している。

〇 一方で、医療機関の敷地内に薬局を開設する際には、医療機関側で薬局開設等を行う事業者を公募し
ているが、薬局の開局時間や機能等に対して具体的な要件を示していることがあり、薬局開設者は、この
要件を満たした上で、地域で必要とされる薬局の機能を整備している。（薬局機能に関しては、医療機関の
周辺地域において必要な機能がないことから公募している場合もある）

（参考）医療機関の敷地内に薬局を開設する際に求めている要件の例（注：公募要件は医療機関により様々）

●薬局の開局時間等に関する要件
• 具体的な営業時間、開局日（休日、夜間の体制）
• 薬局で備蓄すべき医薬品の種類、品目数
• 医療機関の機能に応じた高度な薬学管理を実施できる体制（例：救急・周産期・がん等の医療を担う圏域の基幹病院に開
設する薬局に対して高度な薬学管理のニーズに対応可能な薬剤師の配置を求める、医療機関が受け入れる救急患者の処方
箋の応需を求める）

• 在宅訪問を行う体制

●地域における連携体制の要件（かかりつけ薬剤師・薬局に必要な機能を含む）
• 薬物療法を実施するにあたっての医療機関との連携
• 近隣の保険薬局及び関係団体との連携
• 行政が推進する事業への協力
• 災害時の医薬品供給等の体制整備
• 医師会、薬剤師会及びその他の関係機関等との連携
• 地域の薬剤師会への入会

●開設にあたり薬局機能以外に医療機関が求めている要件
•医療機関の機能の向上に資する施設の整備の提案（例：薬局以外の施設として、レストラン、カフェ、コンビニエンスストア、会
議室、休憩室、医療機関の職員宿舎、ヘリポート等、医療機関が有償で借りる予定の会議室等の設置）
•医療機関の職員の負担を軽減する工夫の提案

中医協 総－３

５． ７． ２６
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薬局の独立性に関する参考資料①
●処方せんの受入れ体制の整備について（昭和50年1月24日付け薬発代37号厚生省薬務局長通知）

第二 薬局の整備について

２ 調剤専門薬局の許可に当つては、調剤専門薬局も薬事法に基づく薬局であり、構造的、機能的、経済的に、医療機関から独立した機関であることを本旨とすべき

であり、この点につき、十分留意すること。

●調剤薬局の取扱いについて（昭和57年5月27日付け薬発第506号・保発第34号厚生省薬務・保険局長連名通知）

１ 調剤薬局としての適格性

調剤薬局の在り方について、構造的、機能的、経済的に医療機関から独立していることを本旨とすべきことは、既に昭和50年１月24日薬発第37号薬務局長通知によ

り、通知されたところであるが、この点については、保険調剤を担当する保険薬局の在り方として特に要請される。

かかる観点から、総合的に判断して医療機関に従属し、医療機関の調剤所と同様とみられるものについては、保険薬局としての適格性に欠けるものであること。

●薬局業務運営ガイドラインについて（平成5年４月30日付け薬企第37号厚生省薬務局企画課長通知）

１ 医療機関、医薬品製造業者及び卸売業者からの独立について

① 薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならないとは、保険薬局としての適格性に欠けるいわゆる第二薬局は、薬務行政上も適切とは

言えないということである。薬局開設の許可及び更新に当たっては、保険担当課と十分連携をとり、適格性に欠ける薬局については必要な改善等指導の徹底を図ら

れたい。

② 医薬分業の趣旨や薬局の基本理念からして薬局と医療機関との間で処方せんをその薬局に斡旋する旨の約束をすることは、形式のいかんを問わず、また、いずれ

がイニシアチブをとったかの別を問わず、一切禁止されるものである。また、薬局は、処方せん斡旋の見返りに医療機関に対し、いかなる方法によっても経済的な

利益を提供してはならず、経済的な利益の提供を行った事実が判明した場合には、直ちに中止を命ずる等指導の徹底を図られたい。

８ 開局時間について
特定の医療機関からの処方せん応需にのみ対応し、当該医療機関の診療時間外及び休診日には閉局して処方せんを応需していない薬局は早急に改善を図ることとさ
れたのは、このような薬局は患者のトータルとしての薬歴管理が事実上できないこと、当該医療機関からの独立性の維持が極めて困難であること等、医薬分業の趣旨
にそぐわないからである。

【別 紙】薬局業務運営ガイドライン
１ 薬局の基本理念

(２) 地域保健医療への貢献
薬局は地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関等と連携をとり、地域保健医療に貢献しなければならない。

２ 医療機関、医薬品製造業者及び卸売業者からの独立
(１) 薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならない。
(２) 薬局は医療機関と処方せんの斡旋について約束を取り交してはならない。
(３) 薬局は医療機関に対し処方せんの斡旋の見返りに、方法のいかんを問わず、金銭、物品、便益、労務、供応その他経済上の利益の提供を行ってはならない。

１０ 開局時間
(１) 開局時間は、地域医療機関や患者の需要に対応できるものであること。
特定の医療機関からの処方せん応需にのみ対応し、当該医療機関の診療時間外及び休診日に処方せんを応需していない薬局は、早急に改善を図ること。
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薬局の独立性に関する参考資料②
●保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和32年厚生省令第16号）

(健康保険事業の健全な運営の確保)

第二条の三 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。

一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。

二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。

２ 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

●保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について（平成28年3月31日付け保医発0331第６号厚生労働省保険局医療課・歯科医療管理官通知）

（平成28年3月31日改正）

第二保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三二年厚生省令第一六号）の一部改正に関する事項

一 健康保険事業の健全な運営の確保（第二条の三）関係

（一）平成六年の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正において、「調剤薬局の取扱いについて」（昭和五七年五月二七日薬発第五〇六号、保発第三四号）に基づき行

われていた保険薬局の保険医療機関からの独立性に関する取扱いを明確化する観点から必要な改正が行われたところであるが、その後も、保険薬局の保険医療機関からの独立

性に関して問題のみられる事例が発生し、社会問題化している実情に鑑み、保険薬局は保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行ってはならな

いこと、及び、保険薬局は保険医又は保険医療機関に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上

の利益を供与してはならないことを明確化するものであること。

（二）この場合において、保険医療機関と一体的な構造とは、次のアからウまでに掲げるような構造を指すものであること。

ア 保険医療機関の建物内にあるものであって、当該保険医療機関の調剤所と同様とみられるもの

イ 保険医療機関の建物と専用通路等で接続されているもの

ウ ア又はイに該当しないが、保険医療機関と同一敷地内に存在するものであって、当該保険薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できないもの、当該保険医療機関の

休診日に公道等から当該保険薬局に行き来できなくなるもの、実際には当該保険医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの等、患者を含む一般人が当該保険薬局

に自由に行き来できるような構造を有しないもの

なお、ウへの該当の有無については、現地の実態を踏まえ、地方社会保険医療協議会に諮った上、個別に判断すること。また、保険薬局の独立性の確保の観点からは、い

わゆる医療ビルのような形態は好ましくないが、このような場合にあっては、当該建物について、患者を含む一般人が自由に行き来できるような構造になっている旨を十分

に確認すること。加えて、このような形態の場合には、患者誘導が行われるような実態のないよう、併せて留意すること。

（三）保険医療機関と一体的な経営を行う場合とは、（二）のまた以下に該当する場合等保険医療機関と保険薬局が一定の近接的な位置関係にあり、かつ、次のアからエまでに規

定するような経営主体の実質的同一性が認められる場合又は機能上医療機関とのつながりが強いとみなされる場合を指すものであること。

ア 保険薬局の開設者（法人たる保険薬局の役員を含む。）が当該保険医療機関の開設者（特定保険医療機関の開設者が法人の場合にあっては、当該法人の役員を含む。）又

は開設者と同居又は開設者と生計を一にする近親者であるもの。

イ 保険薬局の開設者と保険医療機関の開設者の間の資本関係が実質的に同一であるもの（法人の場合にあっては当該法人の役員が経営するものを含む。）

ウ 職員の勤務体制、医薬品の購入管理、調剤報酬の請求事務、患者の一部負担金の徴収に係る経理事務等が特定保険医療機関と明確に区分されていないもの

エ 特定の保険医療機関との間で、いわゆる約束処方、患者誘導等が行われているもの。

なお、保険薬局の指定の更新に当たっては、新規指定時と同様、不動産の賃貸借関連書類等の経営に関する書類等の提出を求め、一体的な経営に当たらないことを確認す

ること。

（四）金品その他の財産上の利益とは、第一の一の（二）と同様※であること。 （※金銭、物品、便益、労務、饗応、患者一部負担金の減免等）

（五）本条の規定に照らし、総合的に判断して医療機関の調剤所と同様とみられるものについては、保険薬局としての適格性に欠けるものであるから、地方社会保険医療協議会に

諮った上、保険薬局の新規指定を行わないこと。また、現に存するものについては、次回更新時までに改善を指導し、これに従わない場合は、地方社会保険医療協議会に諮っ

た上、更新を行わないこと。
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特別調剤基本料を算定する薬局の推移

■ 令和４年７月１日時点で特別調剤基本料を算定する薬局の新規指定を受けた年度の内訳

構造設備規制の見直し
（いわゆるフェンス規

制の廃止）

特別調剤基本料の
見直し
７点

H26 11薬局 H27 10薬局 H28 9薬局 H29 28薬局 H30 80薬局 R元 106薬局 R2 91薬局 R3 96薬局 R4 20薬局

○ 特別調剤基本料を算定する薬局は、ここ数年は毎年100程度の薬局が開設されており、特に
300店舗以上のグループによる開設が増えている。

〇 改定ごとの特別調剤基本料の見直しによる新規開設の影響はほどんどないと考えられる。

特別調剤基本料の新設
（10点）

特別調剤基本料の
見直し
９点

出典：令和４年７月１日の届出状況より保険局医療課にて作成

(薬局数)

グループ別 薬局数

グループなし 70

2～5店舗のグループ 50

6～19店舗のグループ 59

20～299店舗のグループ 103

300店舗のグループ 169

合計 451
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診療所・病院におけるいわゆる敷地内薬局の開設状況

■ 病院におけるいわゆる敷地内薬局の有無

8.8 

8.6 

8.8 

89.4 

90.1 

89.3 

1.8 

1.2 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 n=398

地域包括診療料の届出施設 n=81

地域包括診療加算の届出施設 または 小

児かかりつけ診療料の届出施設 n=317

あり なし 無回答

80.0

57.1

85.7

2.9

0.0

3.6

2.9

0.0

3.6

14.3

42.9

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 n=35

地域包括診療料の届出施設 n=7

地域包括診療加算の届出施設 または 小

児かかりつけ診療料の届出施設 n=28

1件 2件 3件 無回答

72.3 

59.1 

84.0 

14.9 

18.2 

12.0 

4.3 

9.1 

0.0 

8.5 

13.6 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 n=47

特定機能病院 n=22

上記以外の施設 n=25

1件 2件 3件 無回答

13.5 

31.4 

0.0 

9.7 

85.9 

68.6 

100.0 

89.6 

0.6 

0.0 

0.0 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 n=348

特定機能病院 n=70

地域包括診療料の届出病院 n=17

上記以外の施設 n=259

あり なし 無回答

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査」（診療所票、病院票）

○ 診療所の8.8％、病院の13.5％の施設でいわゆる敷地内薬局があるとの回答があった。
〇 特に特定機能病院においては、31.4％で敷地内薬局があり、そのうち31.8％では複数の敷地内薬局を有

していた。

■ 診療所におけるいわゆる敷地内薬局の有無 ■ 診療所におけるいわゆる敷地内薬局の数
（いわゆる敷地内薬局ありと回答した施設のみ）

■ 病院におけるいわゆる敷地内薬局の数
（いわゆる敷地内薬局ありと回答した施設のみ）

複数の敷地内薬局

あり31.8％

敷地内薬局あり

31.4％（22施設）
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いわゆる敷地内薬局の状況

以下の要件を満たしていること。
○ 法人の財務状況が良好であること。
○ （略）
○ 300 床以上の病院にて敷地内保険調剤薬局の運営実績を有し、現在も継続していること。

■ 医療機関における敷地内薬局の募集要件において、複数の敷地内薬局を有している薬局運営法人の誘致を意識した例

本来、医療機関の敷地内の開設実績の有無で薬局の機能に違いがないにもかかわらず、
意図的に敷地内薬局の実績をもつ法人を誘致しようとする要件を求めることがある

■ 病院の敷地内薬局の状況（令和４年７月１日時点）

大学病院の敷地内薬局（n=39) 公立病院の敷地内薬局 (n=36) 公的医療機関※の敷地内薬局（n=37)

1 0 1

7

28

0

5

10

15

20

25

30

A社 ９店舗 23.1%

B社 ８店舗 20.5%

C社 ４店舗 7.7%

B社 ９店舗 25.7%

A社 ４店舗 11.4%

D社 ４店舗 11.4%

■ 敷地内薬局数上位の同一グループ会社

大学病院の敷地内薬局（n=39) 公立病院の敷地内薬局 (n=36) 公的医療機関※の敷地内薬局（n=37)

A社 18店舗 48.6%

B社 ８店舗 21.6%

E社 ３店舗 8.1%

（グループ規模ごとの開設薬局数）

（薬局数）

出典：保険局医療課調べ（令和４年７月１日時点）

○ 大学病院などの特定の病院においては、敷地内薬局の運営の多くが300店舗以上の同一グループによ
るものであり、特定のグループが多くを占めていた。

○ 病院側も、公募要件で敷地内薬局の運営実績を求める場合があり、開設できる法人が限られる。

（グループ規模ごとの開設薬局数）
（グループ規模ごとの開設薬局数）

※公立病院を除く。

※公立病院を除く。

（薬局数） （薬局数）
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薬局における土地賃借料、建物賃借料（基本料別）

出典：医療経済実態調査(第24回）より医療課作成

0.6 
0.8 

1.2 
1.1 

0.5 

2.2 

0.6 
0.8 

1.6 

1.1 

0.5 

2.4 

0.0

1.0

2.0

3.0

5.3 3.1 5.7 7.2 
3.7 

42.0 

5.3 3.0 5.7 7.0 
3.8 

42.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

R3 R4

調剤基本料３ロ
算定薬局

特別調剤基本料
算定薬局

調剤基本料１
算定薬局

調剤基本料２
算定薬局

調剤基本料３イ
算定薬局

調剤基本料３ハ
算定薬局

■ その他の経費に占める土地賃借料

■ その他の経費に占める建物賃借料

（百万円）

（百万円）

○ 特別調剤基本料を算定する薬局においては、医療経済実態調査における「その他の経費」に占める土地
賃借料、建物賃借料の額が突出して高く、医療機関との不動産取引による影響が大きいと考えられる。

(n=34) (n=134) (n=197) (n=18)(n=57)(n=675)

R3 R4R3 R4R3 R4R3 R4R3 R4

R3 R4

調剤基本料３ロ
算定薬局

特別調剤基本料
算定薬局

調剤基本料１
算定薬局

調剤基本料２
算定薬局

調剤基本料３イ
算定薬局

調剤基本料３ハ
算定薬局

R3 R4R3 R4R3 R4R3 R4R3 R4

※令和４年４月以降の調剤基本料を基に分類。

220～240万円/年

4,200～4,240万円/年
（参考）土地賃借料と建物賃借料の総額（R4）

総額 薬局数（n=18）

1億円超 3

5000万円超～1億円 3

1000万円超～5000万円 7

1000万円以下 ５



独立した構造の保険医療機関と保険薬局イメージ

○ 保険医療機関と保険薬局の独立性を確保するため、薬担規則において保険薬局は「保険医療機関との
一体的な構造」であることを禁止している。（例：医療機関と薬局が専用通路でつながっている）

〇 上記規定を満たすとされているものの、医療機関の敷地内にあることと建物の構造上の関係から、利用す
る患者・家族等にとって医療機関と薬局が一体となっていると認識されてもおかしくない事例も存在する。

■ 敷地内にある建物に薬局を誘致

医療機関の開設法人の敷地内

研究棟

薬局薬局カフェ

（道路）

（正面玄関）

医療機関
（外来棟）
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■ 医療機関の敷地内に薬局を誘致し新たに建物を建設

医療機関

（道路）

薬局

鉄道駅
（高架）

医療機関の

開設法人の

敷地内

■ 医療機関の敷地内に新たに建物を建設して薬局を誘致 ■ 医療機関の移転に伴って薬局を誘致

医療機関の開設法人の

敷地内

薬
局

（道路）

医療機関

ロータリー

薬局 薬局

鉄道駅

↓

（正面玄関）

医療機関

（歩行者通路）



■ 医療機関における敷地内薬局の有無（n=452)

■ 敷地内薬局との連携の有無（n=18)

■ 敷地内薬局との連携内容（複数回答）
（連携ありと回答した医療機関７施設)

○ 敷地内薬局があると回答した医療機関のうち、敷地内薬局と連携ありと回答した割合は38.9％と低く、医
療機関側からみると連携していると認識されていないことが多い状況であった。

〇 連携ありの場合の具体的な連携内容は、「処方内容の問い合わせに関する業務の簡素化」が多かった
が、全体の回答状況としては、連携していると認識されている項目が少なかった。

医療機関における敷地内薬局との連携状況

医療機関数 割合（%）

敷地内薬局あり 18 ４.0

敷地内薬局なし 434 96.0

薬物治療に関する勉強会、研修会、会議の
開催

自己注射の手技指導

処方内容の問い合わせに関する業務の簡
素化

研修生の受け入れ

服用期間中のフォロ－アップの情報の共
有

その他

トレーシングレポートの共有

退院する患者の入院中の薬剤服用歴や薬の
変更に係る情報等の共有と退院時の処方の
検討

入院する患者の入院前の服用薬剤の確認

吸入指導

医療機関数 割合（%）

連携あり ７ 38.9

連携なし 11 61.1

(施設数)

出典：令和４年度厚生労働省保険局医療課委託調査
「医療機関の薬剤師における業務実態調査」
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医療機関数 割合（%）

連携あり 17 43.6

連携なし 22 56.4

（参考）令和3年度の上記と同様の調査では、具体的連携内
容は調査していないが、敷地内薬局を有する医療機関の
連携状況は以下のとおりであり、同様の傾向であった。

0

1

3

0

0

0

6

1

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7

中医協 総－３

５． ７． ２６



○ 敷地内薬局がある医療機関では、敷地内薬局がない医療機関と比較して、薬剤の情報提供先の薬局が
わからないなど、退院時の薬局との連携の課題を持つ割合が多かった。

〇 退院患者の居住地によるため一概には説明できないが、医療機関からみると、敷地内の薬局は、退院す
る患者にとってのかかりつけとなる薬局とは認識されていないことが多いと考えられる。

医療機関における退院時の薬局との連携に関する課題

37

64%

38%

23%

36%

26%

4%

13%

47%

23%

13%

22%

14%

4%

18%

0% 20% 40% 60% 80%

かかりつけの薬局が不明であり、退院時の薬剤の情報を提供する相手が

わからない

麻薬、抗がん剤など退院時の薬剤をどの薬局が取り扱っているかどうか

わからない

TPNなどの無菌調整を対応できる薬局がみつからない

在宅訪問を依頼する場合にどこの薬局へ依頼すればいいのかわからない

連携する薬局は決まっているが、薬局の業務の都合で十分な連携がとれ

ない

病院薬剤師と薬局薬剤師との連携が十分にとれており、連携に関する課

題はない

その他

敷地内薬局あり(n=47) 敷地内薬局なし(n=299)

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査」（病院票）

■ 病院における退院時の薬局との連携課題（敷地内薬局の有無別）



○ 特別調剤基本料を算定する薬局においては、がん患者に対する薬学的管理の評価である特定薬剤管理
指導加算２や、医療用麻薬を使用する患者に対する薬学的管理の評価である麻薬管理指導加算の算定
割合が高い。

〇 地域における高度な薬学管理を担う役割を果たしていると考えられる一方で、そのような機能は、同一敷
地にある医療機関に対応した役割を果たしているにすぎないともいえる。

がん等の専門的な薬学的管理の実施状況
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■ 特定薬剤管理指導加算２の算定状況

0.002

0.009 0.010

0.024

0.005

0.037

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.03
0.05

0.08 0.09

0.04

0.16

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

■ 麻薬管理指導加算の算定状況
（医療用麻薬を使用する患者に対する薬局での薬学的管理等の評価）（がん患者に対する薬局での薬学的管理等の評価）

出典：社会医療診療行為別統計（令和４年６月審査分） ※服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料それぞれの加算を合算し受付回数あたりの算定割合を算出した。

（算定割合）（算定割合）

■薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ（令和４年７月11日）
第４ 具体的な対策
４．地域における薬剤師の役割
（４）その他
③敷地内薬局
○ 一方で、希少疾患やがんなどに対する高度な医療を提供する病院の敷地内薬局の場合、高額な薬剤の調剤や高度な薬学管理等、地域の

薬局では果たせない役割を持つ場合があるのではないかという意見や、ターミナルケアや高度な薬学管理といった機能分化が必要な場合が
あるのではないかという意見があった。



構造設備規制の見直しに伴う敷地内薬局の現状

（医療機関と薬局の独立性）
〇 医療機関と薬局の独立性の規定は、昭和時代からの双方の不適切な事案を踏まえ、その都度関連規定の見直しが行われ、平成

28年には構造設備規制が見直された。
〇 昨今、医療機関の敷地内に薬局を開設することが多くなっている中で、医療機関側で薬局開設等を行う事業者に対して公募型プ

ロポーザル方式にて薬局を公募する際の公募要件で、薬局の開局時間や機能の指定、病院の業務の軽減を求める取組を条件す
ることがあるなど、医療機関と独立した機能を持つべき薬局に対して、医療機関側の意向が強く示されている内容が散見される。

〇 薬局開設者は300店舗以上のグループによる場合が多く、一部のグループに偏って開設されている。医療機関側も、公募の際に
敷地内薬局の運営実績を求めることがあり、開設できる法人が限られる事例もある。

〇 構造設備規制の見直し後も保険医療機関と保険薬局の構造上の独立性を確保することが引き続き求められているものの、医療
機関の建物に関係する場所に薬局が開設されることで、一体的な構造と認識されてもおかしくない状況になっている。（同一建物に
医療機関と薬局が開設している、いわゆる医療モールとは状況が異なり、一体的な要素がかなり強くなっている）

〇 このような状況が今後さらに進んでいくと、医療機関と薬局との間の独立した関係性に影響を与えかねない。

（敷地内薬局の経営状況）
〇 敷地内薬局の経営実態は、損益率が令和４年改定を経ても増加しており、損益額は高い傾向がある。
〇 薬局の収益構造に関して、特別調剤基本料を算定している薬局では、薬局の費用としては「医薬品等費」とその他の費用のうち土

地賃借料、建物賃借料の費用が、他の基本料を算定している薬局より突出して高い。

（薬局のかかりつけ機能）
〇 医療機関の敷地に開設しているにもかかわらず、医療機関から連携先と認識されていない薬局が多く、退院患者に対して、当該

薬局が利用先とは考えられていない傾向がある。敷地の医療機関に対応して高度な薬学管理を担う機能を有している場合がある。
〇 厚生労働省の薬局関係の会議においても、特定の医療機関に依存する薬局に関しては、患者本位の医薬分業とはならないこと

が指摘されており、敷地内薬局の実態を踏まえて、議論を進めることとされている。

○ 平成28年に「保険薬局の独立性と患者の利便性」の両立を図る観点から保険薬局における構造設備規制を見直したこ
とで、いわゆるフェンス規制が廃止され、医療機関と薬局との間にフェンス等を設ける必要がなくなったことから、公道に
面していない医療機関の敷地内に薬局を開設することが可能となったが、以下のような現状がある。

⇒ 診療報酬においては、令和６年度改定では現状分析を踏まえたこれまでの情報に基づき対応するとともに、今後の敷地
内薬局の実態に基づき、次期改定以降でさらなる対応を検討することが考えられる。
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特別調剤基本料の薬局を有する開設者の体制評価（イメージ）

〇 特別調剤基本料を算定する薬局の収益構造や経営実態等を踏まえ、調剤基本料では開設者（グループ）
単位での体制評価がなれされていることも考慮すると、敷地内薬局を有する開設者（グループ）として評価す
ることも考えられる。

A社 A社A社 A社A社

A社

A社A社A社

■ 例えば、敷地内薬局の調剤基本料を特例で引き下げるのではなく、敷地内薬局の調剤基本料は通常の処方箋集中率等で評価するとと

もに（現行の特別調剤基本料から引き上がる）、敷地内薬局の開設実態に応じて開設者全体の薬局の調剤基本料で調整することが考え

られるのではないか。

一律の引下げ

引上げ

A社

引上げ

敷地内薬局

Ｉ薬局

Ｂ薬局 Ｄ薬局 Ｅ薬局Ｃ薬局 Ｇ薬局Ｆ薬局 Ｈ薬局 Ｊ薬局

敷地内薬局以外の薬局

グループ全体に

適応される基本料

敷地内薬局

Ｋ薬局

※ 特別調剤基本料を算定している薬局における地域支援体制加算/後発医薬品調剤体制加算、服薬情報等提供料の

取扱いは、個々の評価の見直しはあり得るとしても、引き続き敷地内薬局に限る措置とすることが考えられる。



１．調剤基本料

（１）総論

（２）特別調剤基本料

２．地域支援体制加算

３．その他の個別事項
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➢ かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、医薬品の備蓄、在宅医療への参画、多職種との連携などを通じて地域医療に
貢献する薬局の体制等を地域支援体制加算として評価している。

地域医療に貢献する薬局の評価

【地域支援体制加算の施設基準】

（１）地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

（２）患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を
行っている

（３）患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供
している

（４）一定時間以上の開局

（５）十分な数の医薬品の備蓄、周知

（６）薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供

（７） 24時間調剤、在宅対応体制の整備

（８）在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携
体制

（９）保健医療・福祉サービス担当者との連携体制

（10）医療安全に資する取組実績の報告

（11）集中率85％超の薬局は、後発品の調剤割合50％以上

地域支援体制加算１ 39点

地域支援体制加算２ 47点

地域支援体制加算３ 17点

麻薬小売業者の免許を受けている上で、①～⑨のうち
④及び⑦を含む３つ以上を満たすこと。

地域支援体制加算４ 39点

①～⑨のうち、８つ以上を満たすこと。

調
剤
基
本
料
１

調
剤
基
本
料
１
以
外

地域支援体制加算１の要件を満たした上で、①～⑨の
うち３つ以上を満たすこと。

❶～❸を満たした上で、❹又は❺を満たすこと。

（①～⑧は処方箋受付１万回当たりの年間回数、⑨は薬局当たりの年間の回数）
① 夜間・休日等の対応実績 400回以上
② 麻薬の調剤実績 10回以上
③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回以上
⑤ 外来服薬支援料の実績 12回以上
⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 １回以上
⑦ 単一建物診療患者が１人の在宅薬剤管理の実績 24回以上
⑧ 服薬情報等提供料の実績 60回以上
⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を

取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に５回以上出席

（１薬局当たりの年間の回数）
❶ 麻薬小売業者の免許を受けていること。
❷ 在宅薬剤管理の実績 24回以上
❸ かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること。
❹ 服薬情報等提供料の実績 12回以上
❺ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を

取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に１回以上出席
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地域支援体制加算 基準調剤加算 加算なし
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○ 地域支援体制加算の届出をしている薬局は令和４年度で38.2％であり、増加傾向である。
○ 調剤基本料１の薬局では約４割、調剤基本料１以外の薬局では約３割が届出をしている。

地域支援体制加算の現状等

■ 地域支援体制加算の構成比の推移 ※H29までは基準調剤加算

出典：保険局医療課調べ（各年７月１日時点）

届出割合
38.2%

■ 調剤基本料１の届出状況
（令和４年７月１日定例報告において無回答の項目につ
いては集計から除いた）

■ 調剤基本料１以外の届出状況
（令和４年７月１日定例報告において無回答の項目につ
いては集計から除いた）

※ 経過措置：令和４年度は経過措置により基本料３ハの薬局で
も基本料１を算定可能としている

中医協 総－３

５． ７． ２６



調剤基本料１
（42点）

調剤基本料及び地域支援体制加算の評価構造（イメージ）

○ 個々の薬局の様態に応じた評価として「調剤基本料」が、薬局の体制や実績に応じた評価
として「地域支援体制加算」がそれぞれ設定されている。

調剤基本料２
26点

地域支援体制
加算１
39点

地域支援体制
加算２
47点

地域支援体制加算3
17点

地域支援体制加算4
39点

調剤基本料３イ
21点

調剤基本料３ロ
16点

調剤基本料３ハ
32点

特別調剤基本料
７点

【調剤基本料１の薬局】

体制・実績基準に応じて評価

【調剤基本料１以外の薬局】

体制・実績基準に応じて評価

大型チェーン薬局

いわゆる
同一敷地内薬局

いわゆる
門前薬局
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地域支援体制加算の施設基準

地域支援体制加
算１ 39点

地域支援体制加
算2 47点

地域支援体制加
算3 17点

地域支援体制加
算4 39点＜１薬局あたりの実績＞

❶ 麻薬小売業者の免許を受けていること。 必須 必須 必須

要件なし

❷ 在宅患者薬剤管理の実績 24回 必須 必須

❸ かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること 必須 必須

❹ 服薬情報等提供料の実績 12回

❹または❺を満たすこと❺ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取
得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に１回以上出席

＜①～⑧は処方箋受付１万回あたりの年間回数、⑨は薬局あたりの年間回数＞

① 夜間・休日等の対応実績 400回

要件なし
①～⑨のうち３
つ以上を満たす

こと

①～⑨のうち④
及び⑦を含む３
つ以上を満たす

こと

①～⑨のうち８
つ以上を満たす

こと

② 麻薬の調剤実績 10回

③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回

④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回

⑤ 外来服薬支援料の実績 12回

⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 １回

⑦ 単一建物診療患者が１人の在宅薬剤管理の実績 24回

⑧ 服薬情報等提供料の実績 60回

⑨ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取
得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に５回以上出席

（１）地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

（２）患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っている

（３）患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供している

（４）一定時間以上の開局

（５）十分な数の医薬品の備蓄、周知

（６）薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供

（７）24時間調剤、在宅対応体制の整備

（８）在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制

（９）保健医療・福祉サービス担当者との連携体制

（10）医療安全に資する取組実績の報告

（11）集中率85％超の薬局は、後発品の調剤割合50％以上

地域支援体制加算に係る実績要件

■ 地域支援体制加算の施設基準

各加算によって実績要件が異なる



○ 地域支援体制加算を届け出ている薬局のうち、特に重複投薬・相互作用等防止加算等の実績、服用薬剤調
整支援料、麻薬の調剤等の実績要件については、加算１～４によって各算定状況の違いが認められた。
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地域支援体制加算の実績要件

97.0

68.3

95.7

36.0

81.1

15.2

26.8

98.8

84.4

99.2

63.0

81.1

24.3

45.7

98.7

81.8

98.7

68.8

81.8

20.8

33.8

97.8

93.3

97.8

97.8

93.3

33.3

82.2

75.2

11.6

37.3

16.3

20.8

19.2

16.7

0% 50% 100%

①麻薬小売業の免許「有」

②在宅患者薬剤管理の実績

（１薬局あたり年間24回以上）

③かかりつけ薬剤師指導料等に係る届

出「有」

④服薬情報等提供料の実績

（１薬局あたり年間12回以上）

⑤薬剤師認定制度認証機構が認証して

いる研修認定制度等の研修認定を取得

した保険薬剤師が地域の多職種と連…

⑥夜間・休日等の対応実績

（処方箋1万回当たり400回以上）

⑦麻薬の調剤実績

（処方箋1万回当たり10回以上）

29.9

30.5

36.6

4.3

37.2

3.7

66.3

69.5

42.4

14.8

62.6

12.8

68.8

90.9

39.0

15.6

71.4

26.0

88.9

91.1

84.4

82.2

82.2

84.4

25.0

17.4

27.5

4.5

7.8

3.1

0% 50% 100%

⑧重複投薬・相互作用等防止加算等の実績

（処方箋1万回当たり40回以上）

⑨かかりつけ薬剤師指導料等の実績

（処方箋1万回当たり40回以上）

⑩外来服薬支援料の実績

（処方箋1万回当たり12回以上）

⑪服用薬剤調整支援料の実績

（処方箋1万回当たり1回以上）

⑫単一建物診療患者が 1 人以上の在宅薬剤

管理の実績

（処方箋1万回当たり24回以上）

⑬服薬情報等提供料の実績

（処方箋1万回当たり60回以上）

地域支援体制加算1  n=164 地域支援体制加算2  n=243

地域支援体制加算3  n=77 地域支援体制加算4  n=45

届出なし n=448

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査」（薬局票）



○ 地域支援体制加算を算定する薬局260施設のうち91.9％で後発調剤割合が70％以上であった。
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地域支援体制加算の算定状況と後発医薬品の調剤割合

■地域支援体制加算を算定する薬局の後発医薬品の調剤割合（n=260) 

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査」（薬局票）

0 0 0 0 0
11

0
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0
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0
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33

36
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39
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40

0
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10

15
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25

30

35

40
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50

処方箋集中率
50%未満

処方箋集中率
50%以上70%未満

処方箋集中率
７0%以上75%未満

処方箋集中率
75%以上80%未満

処方箋集中率
80%以上85%未満

処方箋集中率
85%以上

後発調剤割合
50%未満

後発調剤割合
50%以上60%未満

後発調剤割合
60%以上70%未満

後発調剤割合
70%以上80%未満

後発調剤割合
80%以上90%未満

後発調剤割合
90%以上

(※無回答は除いた)

後発医薬品調剤割合（令和５年６月）
後発調剤割合70%以上の薬局は

全体の217施設（91.9%)

n=51 n=54 n=21 n=15 n=23 n=96

処方箋集中率70%以上のうち
後発調剤割合70%以上

の薬局は142施設（91.6%)



○ 地域支援体制加算を届け出ていない薬局のうち、実施できている割合が低い要件としては、24
時間調剤、在宅対応体制の整備、保健医療・福祉サービス担当者との連携等であった。
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地域支援体制加算を届出していない薬局の状況

出典：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査」（薬局票）

■ 地域支援体制加算を届出していない薬局の体制要件の実施状況（n=447）

23.7 

21.7 

30.2 

44.5 

9.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅療養を担う医療機関、訪問看護

ステーションとの連携体制

保健医療・福祉サービス担当者との

連携体制

医療安全に資する取組実績の報告

集中率85%超の薬局は、後発品の

調剤割合50％以上

無回答

85.7 

84.1 

58.6 

44.7 

43.6 

21.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、

かつ、服薬指導を行っている

患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に

関する情報を提供している

一定時間以上の開局

十分な数の医薬品の備蓄、周知

薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係

る体制の情報提供

24時間調剤、在宅対応体制の整備

実施できていない割合
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薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会とりまとめ（令和４年６月30日）

○ 薬局は、処方箋を持たなくても住民がアクセスできるような業務を行うべきとされており、市販
薬の提供など健康サポート機能の取組、公衆衛生・感染防止対策等への対応、女性の健康に
関する相談等の対応が求められる。

２．（１）今後の薬剤師が目指す姿
① 薬局
○ 処方箋枚数は、高齢者人口の増加等により当面は増加するが、将来的には減少すると予測されていることから、
これまでのような医薬分業の進展に伴う処方箋の増加に対応したビジネスモデルは成り立たなくなり、薬局の
本来の役割を発揮するためには、処方箋を持たなくても住民がアクセスできるような業務を行うべきである。
調剤だけが薬局の役割であるかのような「調剤薬局」という名称が用いられる状況は変えていくべきである。

○ 薬局では住民の生活を支えていく取組も必要となる。健康に関する関心・正しい理解、予防・健康づくり
（セルフケア）を推進し、症状に応じて適切な市販薬を使用するセルフメディケーションを支援するため、要
指導医薬品・一般用医薬品、薬局製剤、衛生材料、介護用品等の提供や必要な情報提供・相談対応等の健康サ
ポート機能の取組が必要である。（例えば、薬剤師による薬の相談会の開催や禁煙相談の実施、健診の受診勧
奨や認知症早期発見につなげる取組、医師や保健師と連携した糖尿病予防教室や管理栄養士と連携した栄養相
談会の開催など）

○ 災害時の医薬品供給や衛生管理（避難所等の消毒、感染症対策等の対応等）や学校等での公衆衛生（環境衛生、
薬物乱用対策等）、感染症防止対策等への対応も求められる。今は新型コロナウイルス感染症対応、特にワク
チンの一連の接種体制への積極的な関与も重要な役割である。（医療機関の薬剤師も同様）

〇 また、緊急避妊薬の取扱いにあたっては、現在はオンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤の対応に関する研
修が進められているが、このような研修の推進も含む取組により、薬剤師として女性の健康に関する相談等の
適切な対応もできるようにすべきである。
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○ 医療用医薬品の備蓄品目数は、地域支援体制加算の算定薬局の方が多い傾向があった。
〇 要指導医薬品・一般用医薬品の備蓄品目数は、100品目以上の薬局が21.2％である一方で、

19品目以下の薬局が38.8％、置いていない薬局が8.0％であった。

薬局における医薬品の備蓄状況

■ 医療用医薬品の備蓄品目数の分布

備蓄品目数

■ 要指導医薬品・一般用医薬品の備蓄品目数の分布
（n＝722）

備蓄品目数

薬局の区分別の集計 平均備蓄品目数

全体（n=722） ※上記分布 95

地域支援体制加算あり（n=483） 83

健康サポート薬局 （n=218） 123

いずれもなし（n=189） 67

薬
局
数

薬
局
数

出典：令和４年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

21.2％38.8％
8.0％

中医協 総－３

５． ７． ２６



○ 健康増進法において薬局は敷地内禁煙となる第一種施設に該当するが、一部の薬局においては施設内の
禁煙がされておらず、薬局又は併設する店舗販売業（＝市販薬を販売する店舗）において、たばこが販売され
ている。
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薬局における禁煙の取組

敷地内禁煙となる第一種施設は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者である①二十歳未満の者、②患者、③妊婦が主たる利用者
である以下の施設とする。
・ 学校教育法第１条に規定する学校（専ら大学院の用途に供する施設を除く。）その他二十歳未満の者が主として利用する教育施設等
・ 医療法に規定する病院、診療所及び助産所
・ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する薬局
・ 以下略

健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号）

出典：令和５年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

■ 薬局の施設内禁煙の状況 ■ 薬局におけるたばこの販売状況

97.0% 94.4% 92.5% 90.2%
84.5%

0% 0.8% 3.8% 0% 6.3%

2.0% 1.6% 3.8% 9.8%
7.0%

1.0% 3.2% 0% 0% 2.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

地域支援体制加算1 地域支援体制加算2 地域支援体制加算3 地域支援体制加算4 届出なし

無回答

薬局では販売していないが、併設店舗販売業では販売している

販売している

併設する店舗販売業を含めて販売していない

89.1% 91.2% 92.5%
100.0%

90.5%

5.9% 4.0% 1.9%

0%

3.5%

4.0% 3.2% 5.7% 4.6%
1.0% 1.6% 0.0% 1.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

地域支援体制加算1 地域支援体制加算2 地域支援体制加算3 地域支援体制加算4 届出なし

施設内は全面禁煙

施設内に喫煙可能な場所を設けている

禁煙にはしていない

無回答

地域支援体制加算１: n=101

地域支援体制加算２: n=125

地域支援体制加算３: n=53

地域支援体制加算４:n=41

届出なし：n=284

地域支援体制加算１: n=101

地域支援体制加算２: n=125

地域支援体制加算３: n=53

地域支援体制加算４:n=41

届出なし：n=284



○ 以下のような地域住民への取組については、地域支援体制加算を届け出ている薬局では、届け出ていない
薬局に比べて、それぞれの取組が多く実施されている傾向があった。
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薬局におけるその他の地域住民への取組

■ 学校薬剤師の委託を受ける薬剤師の有無（注2

20.8% 24.0% 24.5%

12.2% 9.9%

5.9%
8.0% 3.8%

2.4% 2.1%

72.3%
68.0% 71.7%

82.9% 87.7%

1.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

取扱あり 今後検討している

取扱なし 無回答

■ 緊急避妊薬の取扱状況について（注2

出典：注１：令和４年度診療報酬改定の結果検証に係る検証調査「かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査」（薬局票）
注２：令和５年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

80.5%
89.3% 90.9%

95.6%

69.4%

18.9%
10.7% 9.1%

4.4%

29.5%

0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

取扱あり 取扱なし 無回答

■ 新型コロナウイルス抗原キットの取扱（注１

38.6%

52.8%

12.9%

14.6%

26.4%

60.4%

47.2%

38.6%

82.9%

71.8%

1.0% 0% 1.0% 2.4% 1.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

無回答

学校薬剤師の委嘱を受けている薬剤師が在籍していない

学校薬剤師の委嘱を受けている薬剤師が在籍している



地域支援体制加算 地域連携薬局

構造設備 ・ パーテーション等で区切られた独立したカウンター
・ 患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制（望ましい）

・ 利用者の服薬指導等の際に配慮した構造設備
（相談窓口への椅子の設置、パーティションの設置等）

・ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備（手すり、車いすでも来局できる構造等）

情報提
供体制

会議 調基１：地域の多職種と連携する会
議への出席 １回以上（薬局あたり）

調基１以外：地域の多職種と連携する
会議への出席 ５回以上（薬局あたり）

・ 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への参加
（地域ケア会議、サービス担当者会議、地域の多職種が参加する退院時カンファレンス）

報告
実績

調基１：服薬情報等提供料の実績
12回以上

調基１以外：服薬情報等提供料の実績
60回以上

・ 地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡した実績（月平均30回以
上）

報告
体制

・ 医薬品の情報提供の体制 ・ 地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して随時報告及び連絡することができる体制
・ 他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制

専門的
な薬学
的知見
に基づく
調剤及
び指導
の業務
体制

開局
時間

・ 調剤及び在宅業務に24時間対応できる体制
・ 調基１以外：夜間・休日等の対応実績 400回以上

・ 開店時間外の相談に対応する体制
・ 休日及び夜間の調剤応需体制

調剤
体制

・ 1,200品目以上の保険調剤に係る医薬品の備蓄
・ 麻薬小売業者の免許（調基１以外：麻薬の調剤実績10回以上）

・ 在庫医薬品を他の薬局に提供する体制
・ 麻薬の調剤応需体制
・ 無菌製剤処理の実施体制（他の薬局の無菌調剤室を利用する場合も含む）

医療
安全
対策

・ プレアボイド事例の報告、副作用報告の体制、ＰＭＤＡメディナビへの登録 ・ 医療安全対策（医薬品に係る副作用等の報告の対応、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事
業への参加等）

継続
勤
務・
研修

・ 管理薬剤師に対する要件（5年以上の勤務、週32時間以上の勤務、当該薬局
での1年以上の勤務）

・ かかりつけ薬剤師指導料等の届出（調基１以外：算定実績40回以上）
・ 定期的な研修受講

・ １年以上継続勤務する常勤薬剤師の人数（常勤薬剤師の半数以上）
・ 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した常勤勤務薬剤師の人数（常勤薬剤師の半数

以上）
・ 地域包括ケアシステムに関する内容の研修の受講（全ての薬剤師が毎年継続的に受講）
・ 地域の医療施設に対して医薬品に関する情報提供実績（地域の医薬品情報室）

在宅対
応

実績 調基１：在宅患者薬剤管理の実績
２４回以上

調基１以外：単一建物診療患者が１人
の在宅薬剤管理の実績 ２４回以上

・ 在宅患者薬剤管理の実績（月平均２回以上）

体制 ・ 医療材料・衛生材料の供給体制
・ 在宅業務実施体制の周知
・ 在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、訪問看護ステーションとの連携体制、
・ 介護支援専門員（ケアマネージャー）、社会福祉士等の他の保健医療サービス及

び福祉サービスとの連携体制、地域包括ケアセンターとの必要な連携

・ 医療機器及び衛生材料の提供体制（高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販
売業許可）

その他 ・ 後発医薬品の調剤割合50％以上（集中率85％以上のみ）

・ ＯＴＣの販売
・ 生活習慣全般に係る相談応需・対応（健康情報拠点）

・ 調基１以外：重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回以上
・ 調基１以外：外来服薬支援料の実績 12回以上
・ 調基１以外：服用薬剤調整支援料の実績 １回以上

※下線部は、地域支援体制加算の要件と差異があると考えられる要件 53※実績要件については、調基１は薬局あたり、調基１以外は薬剤師あたり

地域支援体制加算と地域連携薬局の要件の比較

（参考）健康サポート薬局の届出要件において、ＯＴＣの取扱いは「基本的な

薬効群を原則としつつ、地域の実情に応じて、当該薬局において供給するこ

と」とされており、「基本的薬効群」として解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、整腸剤

など48薬効群が示されている。



○ 医薬品医療機器等法に基づく地域連携薬局の認定、健康サポート薬局の届出については、地
域支援体制加算を届け出ている薬局では、届け出ていない薬局に比べて、認定・届出状況が高い
傾向がある。
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地域支援体制加算と認定薬局等の状況

21.8%
32.8%

39.6%

63.4%

3.9%

16.8%

21.6%
17.0%

19.5%

12.7%

59.4%

44.8% 43.4%

14.6%

83.1%

2.0% 0.8% 0.0% 2.4% 0.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

認定あり 今後検討している 認定なし 無回答

11.9% 15.2%
26.4%

31.7%

3.2%

17.8%
16.8%

15.1%
14.6%

9.9%

69.3% 65.6%
58.5%

53.7%

85.6%

1.0% 2.4% 0.0% 0.0% 1.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

届出あり 今後検討している 届出なし 無回答

■ 地域連携薬局の認定状況 ■健康サポート薬局の届出状況

出典：令和５年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」



（参考）地域連携薬局と健康サポート薬局の現状

○ 医薬品医療機器等法に基づく地域連携薬局の認定薬局数、健康サポート薬局の届出薬局数は
以下のとおり。
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調剤基本料 連携強化加算：２点

［算定要件の概要］
地域支援体制加算を算定している場合に、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の

発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において調剤を行った場合に所定点数を加算する。

［施設基準の概要］

■医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制の確保

・医薬品の提供施設として薬局機能の維持

・避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等

・災害の発生時における体制や対応についての手順書等の作成と薬局内の職員への共有

・医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等に関する研修の実施

■都道府県等と適切に連携するために地域の協議会又は研修等に積極的に参加

・地域の協議会、研修又は訓練等への参加の計画の作成（年１回程度の参加が望ましい）

・必要に応じて地域の他の保険薬局等との協議会等の結果の共有

■体制を確保していることについてホームページ等で広く周知

・体制を確保していることについて薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表

■都道府県等からの協力要請があった場合に地域の関係機関と連携し必要な対応を実施（※）

・夜間休日など含めて新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売体制を備えていること

・新型コロナウイルス感染症治療薬を自局で備蓄・調剤していること

※令和４年４月の施行当初はＰＣＲ等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録・実施とホームページ等での周知することを要件とし
ていたが、令和５年４月より現在の規定に改正
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○ 災害や新興感染症の発生時等においても薬局が継続して地域の医薬品供給や衛生管理に関する対応
等を維持できる体制を評価する観点から、令和４年度診療報酬改定において連携強化加算を新設。

新興感染症の発生時等における薬局の体制の評価 中 医協 総－ ２

５． ７． ２６
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■ 全薬局あたりの新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱薬局の割合※２ （令和５年６月20日時点:34,215施設）

○ 薬局において約２割が連携強化加算の届出を行っており、検査キットや治療薬の対応も実際に行ってい
た。

■ 全薬局あたりの都道府県別連携強化加算の届出割合※1 

（令和5年６月1日時点：12,678施設）

出典：※１届出薬局数については保険局医療課調べ（令和５年５月１日）
※２新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱薬局は新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱薬局・店舗マップ・リストのホームページ参照（令和5月6月時点）
※３新型コロナウイルス治療薬の調剤実績についてはNDBデータ（令和４年12月診療分）
※４薬局数については令和４年度衛生行政報告参照（令和３年度61,791施設）

【連携強化加算の算定要件見直し】令和５年４月１日より下記要件へ変更
• 新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応及びホームページ等での周知
• 新型コロナウイルス感染症治療薬の備蓄・調剤

■ 全薬局あたりの新型コロナ治療薬（ラゲブリオ：一般流通品）の調剤実績のある薬局の割合※３ （令和4年12月時点:14,511施設）
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薬局における新型コロナウイルス感染症への対応状況① 中 医協 総－ ２

５． ７． ２６



１．調剤基本料

（１）総論

（２）特別調剤基本料

２．地域支援体制加算

３．その他の個別事項
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80.3%

87.4%

82.7%

62.7%

58.1%

54.0%

52.7%

77.5%

20.3%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新規患者を対応する時

新たに薬剤が処方された時

薬剤の処方が変更された時（投与量、投与回…

服薬アドヒアランスが不良であった時

ハイリスク薬の処方があった時

新薬が処方された時

薬剤の手技が不良であった時

副作用等の発現の可能性が考えられる時

6種類以上の内服があった時

その他

○ 特に充実した服薬指導が必要と考える場面として、「薬剤の処方が変更された時」、「新たに薬剤が処方され
た時」、「新規患者を対応する時」、「副作用等の発現の可能性が考えられる時」が多く挙げられた。

○ 服薬指導を一律に行うのではなく、患者の状況や処方に変化があるタイミングで特に充実した服薬指導が必
要と考えられている。
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服薬指導の状況

■ 特に充実した服薬指導が必要と考える場面
（複数回答）(n=1,030)

出典：令和５年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

■ 特定薬剤管理指導加算1（ハイリスク薬の指導）

＜※特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬）＞
抗悪性腫瘍剤，免疫抑制剤，不整脈用剤，抗てんかん剤，血液凝固阻止剤
（内服薬に限る。），ジギタリス製剤，テオフィリン製剤，カリウム製剤（注射薬に
限る。），精神神経用剤，糖尿病用剤，膵臓ホルモン剤及び抗ＨＩＶ薬

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるも
の※を調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用
状況，副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理
及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として，10点を
所定点数に加算する。

算定要件を満たせば、用法用量等の変更が無くても
毎回の算定可能

来
局
日

来
局
日

来
局
日

○○塩酸塩10ｍｇ 1錠 朝食後
（ハイリスク薬）

○○塩酸塩10ｍｇ 1錠 朝食後
（ハイリスク薬）

○○塩酸塩10ｍｇ 1錠 朝食後
（ハイリスク薬）

特定薬剤管理指
導加算１ 算定

特定薬剤管理指
導加算１ 算定

特定薬剤管理指
導加算１ 算定

2週間

■ 特定薬剤管理指導加算1の算定（イメージ）

2週間



○ 特に充実した服薬管理指導が必要と考える場面において使用する資材として、通常の服薬指導の際に用い
ている「薬剤情報提供書」が67.5％のほか、「ＲＭＰに基づく患者向け資材」が31.7％使用されていた。
（RMP＝リスク管理計画）
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服薬管理指導時に使用する資材

出典：令和５年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

➢添付文書等による情報提供では不足している副作用や
適正使用について患者向けにわかりやすく示した資材

患者向け資材（ＲＭＰが必要な医薬品）

作成対象：ＲＭＰで医薬品の特性を踏まえて、添付文書等の他に
追加で情報提供が必要と判断された医薬品

初期症状と緊急時
の連絡先を患者が
把握するための注
意喚起カード

副作用や服用の
注意点等の情報を
患者が把握するた
めのパンフレット

■ 特に充実した服薬管理指導が必要と考える場面で
患者に情報提供する際に使用する資材（n=1,030)

※特に新薬を中心として、医薬品のリスクを最小化するための取組
として、製薬企業に対して医薬品リスク管理計画（ＲＭＰ）を作成す
ることを薬事承認時に義務づけている。それに伴い、患者向けの資
材が作成されるものがある。



薬局におけるリスク管理計画（ＲＭＰ）の活用状況

■ ＲＭＰを業務に活用したことがあると回答した薬局においてにＲＭＰを閲覧する状況

○ リスク管理計画（ＲＭＰ）を業務に活用したことがある施設では、 「新薬取扱い開始時のリスクの把握をすると
き」にＲＭＰを閲覧しているとの回答が最も多かった（69.8％）。

〇 次いで「安全性検討事項、安全性監視計画、リスク最小化計画の全体把握をするとき（42.1％）」、「副作用原
因薬剤評価をするとき（35.7％）」、「医師（病院・診療所）等からの問い合わせに対応するとき（31.9％）」が挙げ
られた。

出典：令和4年度薬局における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況等に関する調査(PMDA) 61



○ リスク管理計画に基づく資材（ＲＭＰ資材）を業務に活用したことがある施設のうち、患者向けＲＭＰ資材を服
薬指導に利用した施設は75.9％であり、薬局における業務の手順書等にＲＭＰの活用に関して記載し、ＲＭＰ
を活用している薬局は19.2％であった。
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患者への情報提供時のリスク管理計画（ＲＭＰ）の活用

出典：令和4年度薬局における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況等に関する調査(PMDA)をもとに医療課で改変

■ 「ＲＭＰ資材」について、業務に活用した事例
（「ＲＭＰ資材」を業務に活用したことがある施設への
調査、複数回答、n=203）

■ 患者向けＲＭＰ資材について、それを使用して服薬指導を行ったり、
患者に配布したりすることが手順書※に記載の有無
（※医薬品の安全使用のための業務手順書として作成されている場合も含む）

75.9%

59.6%

42.9%

14.3%

0.5%

0% 50% 100%

患者向け資材を
服薬指導に利用した

患者向け資材を
薬剤交付時に配布した

医療従事者向け資材を薬局内へ
情報共有・提供した

医療従事者向け資材を薬局外の
施設（地域の医療機関など）や
他職種（診療所の医師など）へ
の情報共有・提供に利用した

その他



○ 抗インフルエンザ薬のＲＭＰに基づく患者向け情報資材を活用した効果を調査したところ、読んだ全員が「よ
く理解できた」又は「理解できた」と回答し、服用中の対策を取った保護者が多くなっており、情報資材の活用
が安全性を確保する行動につながっている。
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リスク管理計画（ＲＭＰ）に基づく患者向け情報資材の効果

出典：.成川衛ら、レギュラトリーサイエンス学会誌 2020; 10(3): 87-98.より医薬局医薬安全対策課にて作成

■ 情報資材の受領の有無別の対策※２をとらなかった保護者の割合（n=423）

※２ 子供がゾフルーザを服用後、少なくとも2日間は子供が一人にならないようにするとともに、
子供が容易に住居外に飛び出さないための対策

■ 情報資材を「読んだ」と回答した保護者
における理解度※１（n=168）

※１ 抗インフルエンザウイルス薬を服用後に、 異
常行動などの精神・神経症状が起こる可能性があ
るため、小児・未成年者に対してすべきことについ
て、どの程度理解できたか

■ 調査概要
• インターネット調査により、その配布（受領）、内容の理解、

安全対策の実施等の状況を評価
• 実施時期： 2019年2月22日～26日
• 対象： 同居している未成年の子供がインフルエンザに罹患し

抗インフルエンザ薬のゾフルーザを処方された保護者
• 715名を対象に本調査を実施し、423名の回答を取得

■ ＲＭＰに基づく情報資材（１枚目）

33.9%

66.1%

8.8%

15.3%

よく理解できた

理解できた

■ 情報資材の理解度別の対策をとらなかった保護者の割合（n=168）

14.1%

27.8%

29.5%

受け取った

受け取っていない

わからない／覚えていない

よく理解できた

理解できた

あまり理解できなかった 0%
全く理解できなかった 0%

（n=191）

（n=144）

（n=88）

（n=57）

（n=111）

資材を受け取った保護者では、対策
をとらなかった割合が減っている

資材の理解度が高い保護者の方が、対
策をとらなかった割合が減っている



出典：令和３年度老人保健健康増進等事業「認知症の方の服薬管理における薬剤師の関わり方、他職種連携等に関する調査研究事業」

○ 認知症の方は薬の管理を行うことが難しく、一包化して服用時点や服用日を記入することが必須となる。

○ また、一包化や服薬指導などの業務だけでなく、服薬状況をより正確に把握するためには、患者の生活
環境の把握を行うことの重要性は高い。

認知症患者に対する服薬管理の必要性

64

意見交換 資料－２参考１
R ５ ． ４ ． １ ９



出典：令和３年度老人保健健康増進等事業「認知症の方の服薬管理における薬剤師の関わり方、他職種連携等に関する調査研究事業」

○ 服薬管理を実施することで服用できていなかった薬が服用できるようになり、残薬の解消、アドヒアランス
の向上など薬物治療の改善につながる。

認知症の方に対する服薬管理のメリット

○服薬管理を実施することで患者が得たと思われるメリット

日本薬剤師会提供資料

飲み忘れなどによる大量の残薬

＜日めくりカレンダーに一包化した薬を
貼付することにより管理＞

＜服用タイミング毎に色分けのラインを引き管理＞

○服薬管理の実例

65

意見交換 資料－２参考１
R ５ ． ４ ． １ ９



薬剤服用歴の取扱い

○ 令和元年の法改正により、薬剤師法において薬局で備えることになっている調剤録に、患者へ
の情報提供・指導した内容の要点等を記録することが追加され、必要事項が記録されている薬剤
服用歴があれば調剤録の要件を満たすこととされている。
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●薬剤師法（昭和三十五年法律第百四十六号）
（調剤録）
第二十八条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
２ 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
３ 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。

●薬剤師法施行規則（昭和三十六年厚生省令第五号）
（調剤録の記入事項）
第十六条 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方箋
が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる。
一 患者の氏名及び年令
二 薬名及び分量
三 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
四 調剤量
五 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
六 情報の提供及び指導の内容の要点
七 処方箋の発行年月日
八 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
九 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
十 前条第二号及び第三号に掲げる事項

●「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に当たっての留意事項について
（薬局・薬剤師関係）」（令和2年8月31日薬生総発0831第６号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知）

２ 服薬指導等の記録
（１）薬剤師法第28条第２項の調剤録及び医薬品医療機器等法第９条の３第６項の記録については、調剤済みとなった処方箋又は患者の服薬状

況や指導内容等を記録したもの（薬剤服用歴等）において、必要事項が記載されていれば当該規定を満たすものであること。また、調剤録
に記録した内容については、患者等への情報の提供又は指導（以下「服薬指導等」という。）を行うため必要なときに速やかに確認できる
ようにしておくこと。



85.6%

50.4%

42.3%

71.5%

2.3%

55.3%

5.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

初めて来局された患者に対応した場合

複数の薬剤を処方している患者に対応した場

合

特定薬剤管理指導加算など算定した項目が複

数あった場合

新規処方・処方変更があった患者に対応した

場合

患者によって薬剤服用歴の記録に要する時間

に大きな違いはない

複数医療機関で受診している患者の対応を

行った場合

その他

○ １日の薬剤服用歴の記録には多くの時間を割いており、特に初めて来局した患者への対応時や新規処方・
処方変更があった患者に対応した場合には、記載事項も多くなり記録に要する時間が増える要因として挙げ
られた。

薬剤服用歴の記載について

■ 薬剤服用歴の記録に要する時間が増える要因 (n=1,030)

■ 薬剤服用歴１件あたりの記録に要する時間
(n=1,030)

■ 1日あたりの薬剤服用歴に記録を行う平均件数
(n=1,030)

1日あたり26.4件

出典：令和５年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

■ その他の意見として記載があった主なもの

✔患者からの質問が多かった場合。患者から得られた情報が多く、それに
伴い指導した内容も多くなり、薬歴の記録に要する時間も増える。
✔疑義照会をした場合。
✔検査値の入力などがあった場合。

５分未満
60.0%

５～15分未満
37.2%

15～30分未満
1.6%

30～60分未満
0.2%

60分以上
0.2%

未回答
0.6%
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○ 薬剤服用歴の記録に係る負担軽減のための取組を50.5％の薬局で実施していた。
○ 薬局単位での負担軽減の取組の内容としては、記録内容の簡素化や運用方法の見直しが多く実施されて

いた。

薬剤服用歴の記載に係る負担軽減の取組

■ 実施している負担軽減のための取組（n=309)■ 薬剤服用歴の記録に係る負担軽減
のための取組の実施状況（n=612)

出典：令和５年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

53.7%

59.2%

25.9%

4.9%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80%

記録内容の簡素化・見直し

記録の運用方法の見直し

音声入力やボイスレコーダーを活用

した記録の代行入力

ＡＩを活用したアセスメント支援シ

ステムの導入

その他

実施している
50.5%

今年度中に実施する予定
5.1%

実施する予定はなし
42.8%

未回答、1.6%%
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○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４年３月４日厚生労働省保険局医療課医療課長・歯科医療管理官連
名通知）

区分１０の２ 調剤管理料
１ 調剤管理料
(７) 薬剤服用歴等
薬剤服用歴等は同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり、次の事項等を記

載し、最終記入日から起算して３年間保存すること。なお、薬剤服用歴等への記載は指導後速やかに完了させること。
ア 患者の基礎情報（氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じ て緊急連絡先）
イ 処方及び調剤内容等（処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容に関する照会の要点等）
ウ 患者の体質（アレルギー歴、副作用歴等を含む）、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
エ 疾患に関する情報（既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。）
オ オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報又は特定健診情報等
カ 併用薬（要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。）等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状
況

キ 服薬状況（残薬の状況を含む。）
ク 患者の服薬中の体調の変化（副作用が疑われる症状など）及び患者又はその家族等か らの相談事項の要点
ケ 服薬指導の要点
コ 手帳活用の有無（手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。また、 複数の手帳を所有しており１冊にまとめなかった
場合は、その理由）

サ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
シ 指導した保険薬剤師の氏名

○ 服薬管理指導料における薬剤服用歴等の記載事項は、これまでの調剤報酬改定において
記載事項が追加・修正されており、現在は以下の事項等の記載が求められている。

〇 このような記録は、患者への情報提供や服薬指導等を行う際に参照するために必要なもの
であるが、薬剤師が行った行為や患者から聞き取った内容等の全てを詳細に時間をかけて記
録することを求めるものではなく、必要な要点を記録することが本来の趣旨である。

〇 なお、記録の負担軽減のためには、要点を記載する工夫だけではなく、デジタル技術の活用
等も含め取り組むべきである。

服薬管理指導料における薬剤服用歴等の記載事項
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○ 個別の算定にあたり、薬剤服用歴への記載や関連文書の添付等を求めるものが様々ある。

薬剤服用歴に記載が必要な事項（服薬管理指導料以外）

■ その他

外来服薬支援料１：服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等
に記載する。

外来服薬支援料２：薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を薬剤服用歴等に記載する。

電子的保健医療情報活用加算：オンライン資格確認システムの活用を通じて得られる薬剤情報及び特定健診情報等を薬剤服用歴等に記載する。

服用薬剤調整支援料１：保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴等に記載す
る。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により記録・保持
する。

服薬情報等提供料2：患者の服薬期間中に情報提供した事項、服薬期間中及び処方箋受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導等については、情報提
供の都度、薬剤服用歴等の記録に記載する。

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算：訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容、訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要
点、 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点、患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に
関する事項

在宅中心静脈栄養法加算：訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容、訪問に際して行った患者・家族への指導の要
点 、処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理に関する情報の要点
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■ 実施した内容の文書の写しを薬剤服用歴等に添付が必要な指導料

服用薬剤調整支援料２ 服薬情報等提供料１、２、３ 退院時共同指導料

■ 薬剤服用歴等に指導の要点の記載が必要な加算

調剤管理加算 麻薬管理指導加算 特定薬剤管理指導加算１、２ 小児特定加算 吸入薬指導加算 乳幼児服薬指導加算

中医協 総－３
５．７．２６
一 部 改 変



○ 外用薬（軟膏等）や内服薬（小児用シロップ剤）等の容器については、原則として保険薬局・保険医療機関か
ら患者へ貸与することとなっている。また、患者の希望により実費負担で容器を交付ことができるが、患者が
当該容器を返還した場合は、容器代を返還する必要があることが規定されている。

〇 一方、感染症流行の状況等もあり、衛生上の理由等で再利用は実施されていないのが現状である。

投薬時における薬剤の容器について

＜薬剤料＞ 一部抜粋
区分２０ 使用薬剤料
(１) 投薬時における薬剤の容器は、原則として保険薬局から患者へ貸与する。ただし、患者が希望する場合には、患者から実費を徴収して容器を交
付しても差し支えないが、患者が当該容器を返還した場合は、当該容器本体部が再使用できるものについては当該実費を返還する。
なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患
者に容器代金を負担させることはできない。

■当該容器を再利用しますか(n=381)

■再利用しない理由
(n=381)

96%

32%

13%

11%

1%

0% 50% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■使用後に薬局へ返還され
た外用薬（軟膏）の容器
の例

■薬局で使用している投薬容器
（個包装で単回使用が前提の製品等）

衛生的に不安があるため

再利用することを想定した
容器ではないため

再利用できない容器の購入コスト
よりも洗浄等の費用がかかるため

患者が再利用を希望しないため

その他

再利用しない
94.5%

再利用する
3.7%

無回答、1.8%

出典：令和４年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」71

※医科診療報酬点数表第２章第５部投薬にも同様の規定あり



調剤についての課題
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（調剤基本料）

・調剤基本料１を算定する薬局の割合は年々減少しており、令和４年度改定により新設された基本料３ハの割合が15.3％になったことに伴い、基
本料１は70.3％まで低下した。

・集中率が高いほど、月あたりの処方箋受付回数が少ないほど、医薬品の備蓄品目数が少なくなる傾向にあり、特に処方箋集中率95％
以上では備蓄品が少ない。

・令和４年改定後の損益率は薬局の立地別では医療モール内、病院敷地内の薬局、基本料別では特別調剤基本料を算定する薬局において増
加していた。

・処方箋集中率70％未満かつ処方箋受付回数4,000回以上の薬局の損益率及び損益差額が高い傾向にあった。
・特別調剤基本料は、特に300店舗以上のグループにおいて特別調剤基本料を算定する薬局が増加している。また、特定機能病院では31.4％で
敷地内薬局を有しているほか、大学病院等の特定の病院においては、特定の300店舗以上のグループに属する薬局が多くを占めていた。

・医療機関の敷地内薬局の公募状況、建物の構造の関係等から、このような状況がさらに進んでいくと、医療機関と薬局との間の独立した関係
性に影響を与えかねない。

（地域支援体制加算）

・地域支援体制加算を届出ている薬局のうち、特に重複投薬・相互作用等防止加算等の実績、服用薬剤調整支援料、麻薬の調剤等の実績要件
については、加算１～４によって各算定状況の違いが認められた。

・地域支援体制加算を算定する薬局においては、医療用医薬品の備蓄品目数が多い傾向があるほか、抗原検査キットの取扱い、緊急避妊薬の
取扱い等の地域における取組が多く実施されていた。薬局として対応すべきOTCの備蓄は、加算の有無にかかわらず、薬局によって備蓄品目
数に差があった。

（その他の個別事項）

・特に充実した服薬指導が必要と考える場面として、新規処方時、処方の変更時などが多く挙げられており、服薬指導を一律に行うのではなく、
患者の状況や処方に変化があるタイミングで特に充実した服薬指導が必要と考えられている。

・特に充実した服薬指導が必要な場面でので患者への説明は、リスク管理計画（RMP）に基づく患者向け資材の利用が31.7%であった。
・RMPに基づく患者向け情報資材を活用することで、患者の安全性を確保する行動につながっている。
・１日の薬剤服用歴の記録には多くの時間を割いており、特に初めて来局した患者への対応時や新規処方・処方変更があった患者に対応した場
合には、記載事項も多くなり記録に要する時間が増えていた。

・記録の簡略化など、薬剤服用歴の記録に係る負担軽減のための取組を50.5％の薬局で実施していたが、診療報酬算定にあたり薬剤服用歴へ
の記載や関連文書の添付を求める事項が多くある。

・投薬時における薬剤の容器ついては、原則として保険薬局・保険医療機関から患者へ貸与することとなっており、患者の希望により実費負担で
容器を交付することができるが、患者が容器を返却した場合には容器代を返還する必要がある。一方で、衛生上の理由等で再利用は実施され
ていない。



【調剤基本料】
○ 薬局の同一グループの店舗数、立地別、処方箋受付回数・処方箋集中率の区分別の収益状況等を踏まえ、調剤基

本料について、どのように考えるか。
○ 保険医療機関の敷地内にあり、不動産の賃貸借等の関係にあるいわゆる敷地内薬局に関して、構造設備規制の見

直しが行われた平成28年以降の開設状況、当該薬局の収益状況や収益構造のほか、医療機関における公募状況等
の関係性やかかりつけ機能の実態等を踏まえ、診療報酬上の評価をどのように考えるか。

【地域支援体制加算】
○ 調剤基本料１を算定する薬局、調剤基本料１以外を算定する薬局それぞれについて、地域への貢献をより推
進する観点から、どのように考えるか。

○ また、地域への貢献の観点から、薬局の地域での健康づくりの取組や認定薬局の認定状況等を踏まえ、地域支援体
制加算のあり方についてどのように考えるか。

【その他の事項】
○ 対人業務の推進・充実の観点から、処方の状況や患者の状態等に応じ、リスク管理計画に基づく患者向けの情報提

供資材を活用するなど、メリハリを付けた服薬指導についてどのように考えるか。
○ 調剤録に記載すべきとされている服薬指導等の記録について、調剤報酬上は服薬管理指導料における薬剤服用歴

が該当するが、薬剤服用歴の記載事項が多く、薬剤師の負担になっていることを踏まえ、必要な情報を記録するという
趣旨を維持する範囲内で記載を合理化することを含め、薬剤服用歴のあり方について、どのように考えるか。

○ 患者から返却されることを想定した取扱いとされている薬剤の容器に関して、現状の利用実態等を踏まえ、取扱いを
見直すことについて、どのように考えるか。

調剤についての論点
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